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資料１ 

第 122 回コーデックス連絡協議会 

日時：令和８年４月 24日（金） 

14:00 ～ 16:30 

場所：AP 赤坂グリーンクロス E ルーム 

（ハイブリッド開催）

議  事  次  第 

１．議題 

① 今後の活動について

・ 第49回 食品表示部会（CCFL）

② 最近コーデックス連絡協議会で検討された議題について

・ 第29回 油脂部会（CCFO）

・ 第45回 分析・サンプリング法部会（CCMAS）

・ 第28回 食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）

２．その他 
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資料２ 

コーデックス連絡協議会委員

令和８年４月１日現在 

（敬称略 50音順）  

穐山
あきやま

浩
ひろし

 星薬科大学 薬学部 薬品分析化学研究室 教授 

木戸
き ど

啓之
け い し

一般社団法人 日本食品添加物協会 常務理事 

木村
き む ら

たま 代
よ

  主婦連合会 常任幹事 

小林
こばやし

優
ゆ う

全国農業協同組合連合会 法務・リスク管理統括部 

食品品質・表示管理課 課長 

清水
し み ず

隆司
た か し

  一般社団法人 Jミルク 常務理事/ 

国際酪農連盟 日本国内委員会事務局 事務局長 

高橋
たかはし

裕子
ゆ う こ

一般財団法人 消費科学センター 企画運営委員 

辻山
つじやま

 弥生
や よ い

公益財団法人 日本乳業技術協会 業務執行理事 

廣田
ひ ろ た

浩子
ひ ろ こ

一般社団法人 全国消費者団体連絡会 政策担当 

樋
ひ

渡
わたし

由岐
ゆ き

 公益社団法人 日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・相談員協会 

食生活委員会 副委員長 

細野
ほ そ の

秀和
ひでかず

一般社団法人 全国清涼飲料連合会 技術アドバイザー 

松藤
まつふじ

寛
ひろし

 日本大学 生物資源科学部 食品開発学科 教授 

道
み ち

野
の

英司
ひ で し

  公益社団法人日本食品衛生協会 常務理事 

森田
も り た

満樹
ま き

一般社団法人 Food Communication Compass代表 

山口
やまぐち

隆司
りゅうじ

  一般財団法人 食品産業センター 参与 

 和田
わ だ

政
ま さ

裕
ひ ろ

  城西大学 薬学部 医療栄養学科 教授 
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資料３ 

第 122 回コーデックス連絡協議会 会場配置図 

令和８年４月 24日（金）14:00～16:30 

 AP赤坂グリーンクロス Eルーム 

〇松藤委員 

〇道野委員 

〇森田委員 

〇山口委員 

○説明者

スクリーン

○木村委員 ○小林委員

○樋渡委員

〇
厚
生
労
働
省

福
島
室
長

〇
消
費
者
庁

宮
長
課
長

〇
消
費
者
庁

福
田
室
長

〇
清
水

委
員
（
司
会
）

〇
農
林
水
産
省

尾
﨑
参
事
官

〇
農
林
水
産
省

小
坪
室
長

ウェブ参加委員

細野委員〇 

廣田委員〇 

辻山委員〇 

木戸委員〇 

穐山委員○ 

事
務
局
等
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資料４-(１) 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 49 回食品表示部会(CCFL) 

日時：2026年 5 月 11 日（月）～15 日（金） 

場所：オタワ（カナダ） 

仮議題 

1 議題の採択 

2 コーデックス委員会及び／又はその下部機関から付託された事項

2.1 
香辛料の食品表示における原産国の義務表示に加えた『収穫国（country of 

harvest）』の使用について 

3 FAO及び WHOからの関心事項 

4 コーデックス規格案における表示規定の検討(承認)

5 
包装食品の表示に関する一般規格（CXS 1-1985）の附属書：予防的アレルゲ

ン表示（PAL）の使用に関するガイドライン（ステップ 7）

6 
包装食品の表示に関する一般規格（CXS 1-1985）の改正：ジョイントプレゼ

ンテーション及びマルチパック形態に関連する規定（ステップ 4）

7 緊急時における食品表示規定の適用に関するガイドライン（ステップ 4） 

8 今後の作業と新たな課題 

8.1 アルコール飲料への食品表示規定の適用に関する新規作業提案

8.2 

既存のコーデックス文書に定められている『小型包装』への表示規定の適用

及びそれに関連する免除規定について、より統一的な適用を図るための指針

的定義に関する新規作業提案 

9 その他の事項 

5



10 次回会合の日程及び開催地 

11 報告書の採択 

※ 標記会合に先立ち、2026年 5月 5日（火）に仮議題７に関連する作業部会が、ま

た 5月 10日（日）に仮議題 5に関連する作業部会が開催される予定。
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資料４-(２) 
FAO/WHO合同食品規格計画 

第 49回食品表示部会（CCFL）の主な検討議題 

日時：2026年 5月 11日（月）～15日（金） 

場所：オタワ（カナダ） 

主要議題の検討内容 

仮議題 2 コーデックス委員会及び／又はその下部機関から付託された事項 

仮議題 2.1 香辛料の食品表示における原産国の義務表示に加えた『収穫国（country 

of harvest）』の使用について 

（経緯） 

CCFL45（2019年）において、サフランを含む６つの香辛料規格案における「Country 

of Origin/Country of Harvest」の表記の解釈が不明瞭との指摘があり、第５回スパ

イス・料理用ハーブ部会（CCSCH5、2021年）で検討した結果、サフラン以外の５規格

については、「原産国」は義務表示、「収穫国」は任意表示とされ、最終採択に進めら

れた。一方、サフランは高値で取引され偽装の被害も生じていることから収穫国も義

務表示とすべきという意見があり、合意が得られなかった。CCSCH6（2022 年）では、

収穫国を義務表示とする提案がなされ、サフラン規格は最終採択のため総会（CAC）

に送付された。CAC45（2022 年）では、サフラン規格は採択されたが、当該義務化が

CCFLの助言と整合しないことから２か国が留保を表明した。また、規格の発行は、収

穫国表示について CCFLによる承認を条件とすることとされた。 

CCFL47（2023年）でも合意に至らず、CCSCHに収穫国を義務表示とする合理的根拠

等を質問することになった。CCSCH7（2024年）では、収穫国と原産国は異なるもので

あり、サフランの品質は栽培された国によって様々であることから、消費者に信頼で

きる情報を提供する必要がある等の回答を作成し、再度 CCFL に収穫国に関する表示

条項の承認を求めることに合意した。しかし、CCFL48（2024年）でも再度合意に至ら

ず、本件を CAC47 に付託することとされた。CAC47（2024 年）では、本件に関する回

付文書を発出するとともに、CCFLに報告する電子的作業部会（EWG）（合同議長：カナ

ダ・イラン、共同議長：インド・マダガスカル）の設置が決定された 1。 

回付文書及び EWGでは、主に以下の３つの論点について議論された。 

① 包装食品の表示に関する一般規格（CXS 1-1985、GSLPF）のセクション 4.52の解

釈が統一されていない。（「性質の変化」とは何か、原産国と収穫国が異なる場合の

表示はどのようにするか等） 

1
第 115 回コーデックス連絡協議会資料 P146～ 115-2.pdf

2
When a food undergoes processing in a second country which changes its nature, the country in which the processing 

is performed shall be considered to be the country of origin for the purposes of labelling.（食品が、その性質を変

化させる加工を第三国で行う場合には、その加工が行われた国は、表示上、原産国とみなされる。） 
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② 複数国由来の原料がある場合の原産国表示はどのようにすれば良いか。

③ 特定の地域産の食品の販売促進の観点からも、収穫国表示は有益でないか。

これらの論点についての議論の結果、以下に掲げる事項などが EWGの結論として示

されている。 

 偽装や誤認を招く表示の禁止は、既存の GSLPF の規定から既に明らかであり、

義務表示・任意表示の別なく適用されること

 加工により食品名が変わり、別の食品と認識される場合には、当該加工は実質

的な「性質の変化」とみなされること

 原産国と収穫国が同一である場合には、原産国のみを表示すれば足りること

 収穫国と食品の性質を変更する加工が行われた国が異なる場合には、後者のみ

を原産国として表示すべきこと

 「収穫」（harvest）という用語は CCSCHの文書全体で既に使われており、この

定義を再度確立するための作業を CCFLで行っても利益は少ないこと

 偽装や誤認を招かない限り、収穫国表示を含む任意表示は認められており、追

加的な義務規定は必ずしも必要ではないこと

 販売促進等の経済的利益を目的とした表示は CCFL の枠外で扱うべきであるこ

と

 個別食品部会は、表示事項の検討に当たり、CCFLへの情報提供要請やサイドイ

ベントの開催などを活用できること

今次部会では、上記結論を踏まえ、以下の論点について議論が行われる。 

a. 上記の結論を CCSCHに情報提供して良いか。

b. 表示に関するサイドイベントを CCSCHで行っても良いか。

c. 「性質の変化」及び「原産国」の定義の明確化

d. CCFLで「収穫国」を定義するのは適切ではないと結論づけられるか

e. 原材料の産地が複数にまたがる場合の運用明確化に向けた作業の開始可能性

f. EWG を通じて集められた情報は、「検討中」となっているサフランの規格（CXS

351-2022）のセクション 8.2（原産国及び収穫国）の規定を最終決定する上で有用

か 

（対処方針） 

EWGが示している結論について、GSLPFの規定はサフランの表示にも適用可能であり、

収穫国表示は任意表示が適当という我が国のこれまでの立場と整合的であり、支持し

て差し支えないと考えるが、加盟国の意見を聴取しつつ、適宜対処したい。 

仮議題５  包装食品の表示に関する一般規格（CXS 1-1985）の附属書：予防的アレル

ゲン表示（PAL）の使用に関するガイドライン（ステップ 7） 
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（経緯） 

CCFL45（2019 年）において、GSLPFのアレルゲン関連規定を見直し明確化するため

の作業を開始するとともに、予防的アレルゲン表示（PAL）に係るガイダンスを策定

することに合意した。また、豪州を議長、英国及び米国を共同議長とする EWGを設置

することや PAL等について FAO/WHOに科学的助言を求めることについても合意された。

これに応じて FAO/WHO合同専門家会合が開かれ、2023年に計５部にわたるレポートが

公開されている 3。また、CCFL47（2023年）では、分析・サンプリング法部会（CCMAS）

に対し、食品中のアレルギーを誘発するタンパク質を測定するためのサンプリングを

含む分析方法とその検証に関する手引きを示すよう要請することとされた。当該要請

を受け、CCMASにおいて米国を議長、英国を共同議長とする EWG が設置され、以後継

続的に議論が行われた。 

CCFL48（2024年）において、セクション１～３「目的」、「適用範囲」、「定義」が合

意されたが、その他の部分については米国を議長、英国及び豪州を共同議長とする EWG

で検討を継続することとされた 4。CAC47（2024 年）では、ステップ５で予備採択さ

れるとともに、CCFL49 までに作業を完了することとされた。 

その後、EWGで２度意見照会が行われた。EWGにおける主な論点は次のとおり。 

・ 4.3節（PALを使用する場合に関する規定 5）：shall又は shouldのどちらか、ま

た「only」を入れるかについて、PALの過剰な使用を防止する観点から「should only」

を選択する国が最も多く、「should only」の規定が入る方向。 

・ 4.3.1（PAL 表示の閾値を求めるための参照用量（Reference Dose:RfD）6の表）：

当該値を閾値の算出に用いることは妥当ではない、老人や幼児に対しては有効な値で

はない等妥当性に関する様々な見解が示されたが、そのまま維持される方向。また、 

EWG議長から、FAO/WHO専門家会合における議論 7を踏まえ、小麦の総タンパク含有量

に基づく RfD 5.0 mg をグルテン含有量に基づく RfD 4.0 mgに置き換えることが提案

されたが、IgE 介在性小麦アレルギー患者への対応の観点から総タンパク含有量ベー

スの RfDも表中に残す必要性が多くの国から指摘され、結果総タンパクベース・グル

テンベースの双方を併記する下記の表を用いる方向。

3 FAO/WHO (2023) ‘Risk assessment of food allergens’。PAL のレポートは Part 3。
https://www.who.int/publications/i/item/9789240072510 
4 第 115 回コーデックス連絡協議会資料 P54～ 115-2.pdf 
5 4.3 PAL [shall / should] [only] be used when it is demonstrated that unintended food allergen presence cannot be 
mitigated to a level at or below the action level for a food allergen based on the reference doses in the table at 
4.3.1.（PAL は、意図せずに混入するアレルゲンについて、4.3.1 の表に示された参照用量に基づくアクションレベル以下に低

減できないことが示された場合に（のみ）使用されなければならない/使用すべきである。） 
6 参照容量(RfD)は、アレルギー食品１喫食量当たりに含まれる総タンパク含有量(mg)。これを ppm（mg/kg）単位に換算したも
のが、4.3の「Action level」（いわゆる閾値）として定義されている。 
7 https://openknowledge.fao.org/items/0a455421-491b-4c44-a786-83c51452bdef  
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・ 4.3.2（4.3.1の表に記載されている食品以外の RfDの設定に関する規定）：各国に

同表に記載されている RfD 以外の閾値の設定に関する裁量を与えるための文言 8を追

加するか否かについて、一部の国からは、各国の食文化や食習慣の違いに鑑み、同表

の RfDを強制せず、柔軟な運用を認めるべきとの意見も出されたが、各国基準の調和

を図る観点から、追加しない方向。 

・ 4.3.3（新設）：既存規格において「グルテンフリー」の表示が可能なのはグルテ

ン含有量が 20 ppmを超えない場合と規定されている 9ところ、4.3.1の表が適用され

ればPAL表示の対象であるにも関わらずグルテンフリーと表示できる食品が発生し得

ることから、小麦アレルギー患者の混乱を防ぐため、「PAL の表示がされた食品には、

8 下記規定の下線部の要否が検討されたが、検討の結果下線部は入れないこととされた。 
4.3.2 Where a reference dose is not established for a particular food allergen in the table to 4.3.1 above, or when 

competent authorities determine based on a risk assessment that the reference dose is not sufficiently protective for 

the regional/national population, regional/national competent authorities can establish a reference dose consistent 

with recognized principles5 for the purposes of determining an action level. 
9 グルテン不耐症患者向けの特殊食品に関する規格（CXS 118-1979）2.1.1 
fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/de/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcode 

x%252FStandards%252FCXS%2B118-1979%252FCXS_118e_2015.pdf 
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グルテンフリーと表示してはならない」という規定を置くかが議論された結果、当該

規定を支持する国が大多数を占めたため、本規定が挿入される方向。 

・ 5.2.1（PALの文言）：“may contain” という語句を用いなければならないという

点に概ね支持が得られたが、現行案 10にある「or equivalent words」が具体的に何

を指すのか明確化すべきとの意見が多数示されたことから、「such as‘may be 

present’」との文言が追加される方向。一方、EWG議長国からは“contain traces of”

や“made in a factory that produces”等の表現が認められないとの解釈が示され

たところ、カナダからはこの解釈を注釈で明文化すべきとの意見が出ている。 

 上記の EWGの議論及び CCMAS45から送付された分析法のリストを踏まえ、今次部会

では、残された論点（特に、4.3.1の RfDの表の妥当性及び 5.2.1の「equivalent words」

をどこまで具体的に規定するか）について検討するとともに、本件を次回総会で最終

採択に諮ることについて議論される。 

（対処方針） 

現行の日本の意図しないアレルゲンの混入に対する表示の考え方（任意表示である

こと、改善措置を図っても混入してしまう場合に表示すること、科学的根拠を基に表

示すること、数 ppmレベルの管理であること等。ただし、日本の場合、常に数 ppm検

出する場合は義務表示となる。）と基本的に整合することから、EWGの提案を支持して

差し支えない立場で、我が国の実情に支障が生じない合理的な修正内容となるよう適

宜対処したい。ただし、4.3.1の表について小麦の総タンパク含有量に基づく RfD 5.0 

mgを削除するとの意見が示された場合には、小麦のアレルゲンはグルテン以外を検査

のターゲットとすることがあることから、維持との立場で適宜対処したい。なお、使

用される文言に限定をかけ、当該文言がアレルギー関連表示であることを明確にする

ことは、消費者の混乱を避け、健康被害を防止するために重要であることから、使用

される文言に限定をかけようとする議論は支持して差し支えない。 

仮議題６  包装食品の表示に関する一般規格（CXS 1-1985）の改正：ジョイントプレ

ゼンテーション及びマルチパック形態に関連する規定（ステップ 4） 

（経緯） 

CCFL45（2019年）でコロンビアが詰め合わせ包装食品の表示に関する討議文書を用

意したが、既存規格とのギャップが不明との指摘があった。これを受け、CCFL46（2021

年）において改訂討議文書が示されたが、前部会と同様の指摘があり新規作業提案に

10 最新の規定案は下記。下線部は EWG での意見を踏まえて追記された箇所。 
5.2.1 A PAL statement shall commence with the words ‘May contain’ (or equivalent words such as ‘may be present’) and 
declare the allergenic food(s) using the specified names for the foods and ingredients as listed in sections 4.2.1.4 
and where applicable 4.2.1.5 of the General Standard for the labelling of pre-packaged foods (CXS 1-1985). 
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は至らなかった。 

CCFL47（2023年）では、コロンビアから、食品の詰め合わせ販売が増加傾向にある

ことからも、これに対応するための GSLPFの修正が必要との説明があった。これに対

し、一部から自国内では問題が生じていない旨が述べられたが、新規作業の開始への

反対意見はなかったため、CAC46（2023 年）に新規作業提案を提出し、コロンビアを

議長、ジャマイカを共同議長とする EWGを設置し、ステップ３での意見照会と原案の

作成を行うことが合意された。 

CCFL48（2024年）では、EWGでの議論を経て示された GSLPFの修正原案について議

論が行われたものの、意見がまとまらなかったため、コロンビアを議長、カナダ、イ

ンド及びジャマイカを共同議長とするEWGを再設置した上で作業を継続することが合

意された。EWG において、日本は、詰め合わせ食品には様々な種類があり、食品表示

における食品事業者の柔軟性を確保する必要性があること等の理由でGSLPFの改正自

体に反対する立場を基本的に取ってきたところである。ただし、改正を行う場合には、

既存の GSLPFのセクション４（義務表示事項）の規定を見ると、原則として食品の容

器外装に表示されることが求められていると考えられるため、この原則が曖昧になら

ないよう、基本的には容器外装に表示を行いつつも、外装が透明で中身の個別包装の

表示が判読できる場合などには、外装に改めて表示をする必要は無いことを規定する

形が望ましい旨のコメントを提出していた。 

今次部会では、EWG での議論を経て示された GSLPF の以下の修正原案について、改

めて議論する予定である。 

 「8.1.3」に新規規定 8.1.3.1 を追加し、①２以上の個別包装食品で構成される

詰め合わせ包装食品の外側の包装には、第４節及び第５節に基づき必要な情報が

表示されなければならないこと（ただし中身の個別包装食品の表示が容易に判読

可能な場合はこの限りでない）、②詰め合わせ包装食品と中身の個別包装食品で

表示事項（販売事業者等）が異なる場合には、詰め合わせ包装食品全体に係る事

項が外側の包装に表示されていなければならない旨を規定する。

 「4.2 成分表」に新規規定を追加し、食品の性質及び個別包装食品が別々に消

費されることを意図しているか一緒に消費されることを意図しているかに応じ

て、個別包装食品の種類ごとの成分リスト又は一緒に消費されたときの複合成分

リストのいずれかが示されていなければならない旨を規定する。

 「4.3 正味含有量及び固形量」に新規規定 4.3.4を追加し、別々に消費されるこ

とを意図した詰め合わせ包装食品については、①当該詰め合わせ包装済み食品の

正味含有量及び/又は②（その中身にある）個別の包装食品の数及びそれぞれの

正味含有量を示さなければならない旨を規定する。

 「4.7 日付表示及び保存方法」中の 4.7.1に新規項目を追加し、①詰め合わせ包

装食品については、その内側にある個別の包装食品のうち最も早い賞味期限又は
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消費（使用）期限を表示しなければならないこと、②賞味期限が表示された食品

と消費（使用）期限が表示された食品のどちらも含む詰め合わせ包装食品につい

ては、消費（使用）期限が賞味期限より遅い場合にあっても、消費（使用）期限

を表示しなければならないことを規定する。 

（対処方針） 

我が国は元々、現行の GSLPFの規定は既に詰め合わせにも適応しうる規定を含んで

いることから GSLPFの現行規定を改正する必要は低いとの考えであった。ただし、既

に改正に向けた議論が進んでいること及びEWGにおいて過去に提出したコメントのと

おり、容器外装への表示を原則としたうえで外装が透明な場合等の例外に係る規定を

設けることについては受け入れ可能であると考えていた。この点、我が国国内では「食

品表示基準 Q&A」（平成 27年３月 30日消食表 139号）において、詰め合わせ食品の場

合には容器外装への表示を原則とする考え方を示している 11ところであり、今般示さ

れた修正原案であれば国内のルールと矛盾しないことから、Q&A における考え方及び

各メンバーの意見を踏まえつつ、我が国の実情に支障が生じない合理的な修正内容と

なるよう適宜対処したい。 

仮議題７ 緊急時における食品表示規定の適用に関するガイドライン（ステップ 4） 

（経緯） 

CCFL46（2021年）において、米国から「非常時における食品表示除外」は新型コロ

ナウイルス感染症のパンデミック下において得られた知見があること等から、討議文

書を用意する旨申し出があり、CCFLの責任の範囲内において、討議文書を作成するこ

ととなった。 

CCFL47（2023年）では、いくつかの国又は地域で実際に食品表示規制の柔軟な適用

について検討又は実施されたことが示され、このことは新規作業の有用性を示すもの

とされ、米国を議長とする EWG の設置が合意された 12。EWG では、ガイドラインの有

用性、取り扱う範囲、「緊急事態（emergency）」や「柔軟性（flexibility）」等の定

義の必要性、緊急事態の判断基準などについて議論された。 

CCFL48（2024年）では、EWGの議論を踏まえて更新されたプロジェクトドキュメン

ト及びガイドライン草案に基づき議論が行われた。その結果、プロジェクトドキュメ

ントに必要な修正を加えた上で、総会に新規作業開始の承認を求め、米国を議長とす

る EWGを設置し作業を行うことに合意した 13。 

11 食品表示基準 Q&A P122-126 第２章 加工食品 加工―241～加工―246
12 第 107 回コーデックス連絡協議会資料 P36 107-1.pdf 
13 第 115 回コーデックス連絡協議会資料 P64  115-2.pdf 

13

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_260401_18.pdf
https://warp.ndl.go.jp/web/20250805053759/www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/codex/attach/pdf/107-1.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/codex/attach/pdf/115-2.pdf


その後の EWG において、日本はガイドライン草案に対し、「日本では、大規模な自

然災害が発生した際などには、食品表示の弾力的運用の課長通知を発出し、食物アレ

ルギー表示及び消費期限以外の義務的表示事項については表示されていなくても当

面の間取締りを行わないという対応をとっていることも踏まえ、災害発生状況につい

ては国により事情が異なることから、各国の管轄当局が食品表示の弾力的運用につい

て検討することが望ましく、本ガイドラインは具体的で複雑なものではなくハイレベ

ルなものとするべき」との意見を提出している。

今次部会においては、EWG での議論を踏まえて修正されたガイドライン草案につい

て議論する予定である。 

（対処方針） 

今次部会における討議文書（CX/FL 26/49/7）に記載のとおり、本ガイドラインは

ハイレベルかつ非規範的なものとするべきであると考えているところであるが、修正

されたガイドライン草案ではこうした点が踏まえられていることから、支持して差し

支えない立場で、適宜対処したい。 

仮議題８  今後の作業と新たな課題 

仮議題 8.1 アルコール飲料への食品表示規定の適用に関する新規作業提案 

（経緯） 

 CCFL45（2019年）において、アルコール飲料の表示に関する文書に関して次の５つ

の勧告が示され、どの勧告に基づき検討を進めるか議論が行われた。WHO からは、消

費者が容易にアルコール量を理解できる表示が必要等との主張があった。次回会合で

もこの議題を検討すること、そのためにロシア、EU、インドが各国の意見を聞いて討

議文書を用意することが合意された。 

勧告１ 新たな規格の策定作業の開始  

勧告２ 既存の規格（「包装食品の表示に関するコーデックス一般規格」等）での

アルコール飲料の適用関係の整理及びアルコール含有量の表示・栄養表示

の改訂の検討開始  

勧告３ 既存の規格でのアルコール飲料の適用関係の整理及びアルコール含有量

の表示の改訂の検討開始  

勧告４ 既存の規格でのアルコール飲料の適用関係の整理の開始  

勧告５ 新規作業を開始しない 

CCFL46（2021 年）では、COVID19 が原因で討議文書は準備できなかったが、引き続

き討議文書の作成を行いたい旨ロシアから発言があった。今次会合では本件に係る議

論は行われなかったが、WHO から、この議題は公衆衛生上有益であるため、討議文書

 

14



 

の作成を支援する旨の発言があり、次回会合でもこの議題を検討すること、そのため

にロシア、EU、インドが各国の意見を聞いて討議文書を用意することが合意された。 

CCFL47（2023年）でも討議文書は準備されていなかった。ただし、WHOと EUROCARE 

から議場内配布文書（CRD）が提出されていたこともあり、本議題を部会のアジェン

ダとして残すか否かが議論された。WHO の担当者は本議題の重要性について強調し、

これに賛同する加盟国もあったが、この議題を主導しようとする加盟国は現れなかっ

た。WHOはそこで、WHO自身が討議文書を作成する旨を提案した。加盟国でもない WHO

が討議文書を作成することに疑問を呈する加盟国もあったが、コーデックス事務局は、

FAO または WHO の事務局長が議題を設定することができると述べた。コーデックス事

務局は、コーデックスの表示に関する既存の文書はアルコール飲料にも適用されてい

るが、にも拘わらず一部の加盟国においてはそのように適用されているように見えな

いと述べた。次回会合でもこの議題を検討すること、この議題に対しコーデックス委

員会が取りうる将来の行動に関して事務局が回付文書（CL）を発出すること、CLの結

果に基づいて WHOが討議文書を作成することが、合意された。 

CCFL47後発出された CLは、第一問で、酒類の表示に必要な項目はどのようなもの

があるかを聞き、第二問でコーデックスが酒類の表示に関する新規文書を作成するこ

との要否を聞く、という構成だったが、日本は両問に回答するに先立って、以下の一

般的意見を述べた。 

①食品に適用されるコーデックスの各種規格等は、日本では主に「食品表示基準」

が担保している。当該基準は、食品表示に関連する既存のコーデックス文書同様、

原則アルコール飲料を含む全ての食品に適用されている。

②各国・地域では、既にアルコールを含む食品の表示が制度化されており、現時点

で特段の不都合が生じている状況にはないと承知している。したがって、コーデ

ックス食品表示部会が、アルコールを含む食品それぞれについて、表示の規定を

設ける必要性があるとまでは言えない。

③アルコール飲料の各種規制（名称、原材料、表示等）については、各国・地域の

法令や、各酒類の事業者団体による自主基準等に委ねられるべきと考える。

④もし、既存のコーデックス規格をアルコール飲料に適用しにくいという加盟国が

あったとしても、新しいコーデックス規格を策定するのではなく、既存のコーデ

ックス規格及び関連文書を改訂すれば良いと考える。

なお、その後の CCFL48にて WHOから出された討議文書では、CLへの回答を分析し

た結果、多くの国がアルコール飲料の表示について新しい取り組みを行うことに賛同

している、と結論付けている。 

おって、各国の CL への回答を確認すると、例えば EU、米国、カナダは、第１問、

第２問の回答欄は空欄のままでアルコール飲料の表示に関して、既存のさまざまなル

ールに上乗せしてコーデックスが新たな文書を作成する必要はないと回答している。
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また、英国やニュージーランドは（日本と同様）回答欄にも記入したうえで、コーデ

ックスが新たな文書を作成する必要はないとのコメントを記入している。 

CCFL48（2024年）では、討議文書にて、WHOは、以下の事項を検討するよう部会に

勧告した。 

①アルコール飲料向けの義務的表示事項の策定とその適用範囲の決定

②コーデックス文書における「食品」の定義の見直しと「飲料」「ノンアルコール

飲料」「アルコール飲料」の定義の策定

③既存のコーデックス文書がアルコール飲料に適用される旨の新たな規定の追加

や、上記①②を反映させた、既存のコーデックス文書の改訂・修正

新たな作業を行うことを支持する加盟国もあった一方、我が国も含め複数の国から、

既存のコーデックス文書はアルコール飲料もカバーしており作業の必要性が認めら

れない等の意見があった。 

明確なプロジェクトドキュメントの作成や作業の主導を申し出る加盟国がおらず、

実施する作業の範囲も合意できていない中で、CCFL として作業を進めるのかどうか

決定することができなかったことから、本作業については将来作業の目録の中に留め

置くことになった。 

今次部会では、タンザニアが、アフリカ諸国、ノルウェー及び WHOの協力を得て、

以下の通り部会に提案している。 

①既存のコーデックス規格では、アルコール飲料特有の表示や健康上の警告表示等

の表示事項の記載がないため、既存のコーデックス規格の改正作業を行うことを

提案する。

②今回の部会で賛同が得られるのであれば、次回部会に向け、改正の草案を作成す

る電子作業部会を設立したい。

（対処方針） 

アルコール飲料の表示規則については、各国・地域の法令や、各酒類の事業者団体

による自主基準等に委ねられるべきであり、既存のコーデックス規格の改正作業の必

要性は認められないとの立場を維持し、適宜対処したい。 

仮議題 8.2 既存のコーデックス文書に定められている『小型包装』への表示規定の

適用及びそれに関連する免除規定について、より統一的な適用を図るための指針的定

義に関する新規作業提案 

（経緯） 

GSLPF 及び栄養表示ガイドライン(CXG 2-1985)をはじめとしたコーデックス文書に

おいては、食品の容器包装における最大表示可能面積が一定以下の場合又は「小型単
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位（small units）」である場合、原材料、ロット識別、日付表示及び保存方法並びに

栄養成分等の義務表示を省略できることとなっている。しかしながら、「小型包装

（small packs/packages/packaging）」については明確な定義が存在していないもの

の、栄養表示ガイドライン(CXG 2-1985)をはじめとしたいくつかのコーデックス文書

においてこれらの用語が用いられている。 

こうした中、CCFL47（2023 年）において、国際チューインガム協会（ICGA）から、

各国間で表示規制の適用免除対象となる「小型包装(small packs)」の定義にばらつ

きがある現状を踏まえ、貿易障壁の低減及び消費者保護の観点から「小型包装(small 

packs)」の定義の再検討を提案する可能性が示唆された。 

CCFL48（2024 年）では、ICGA から容器包装前面栄養表示（FOPLNL）との関係を含

め、小型包装の基準を見直す提案があったものの、いずれの加盟国からも正式な支持

や作業主導の申出はなく、本件を将来の作業の目録に留め置くこととなった。 

今般、ICGAから、GSLPF及び栄養表示ガイドライン(CXG 2-1985)に規定された小型

包装に関する免除規定について、各加盟国の実施状況に関する包括的な情報収集をす

ること及び当該情報を踏まえて「小型包装(small packs)」という用語の解釈に関す

る追加的な指針を策定することを目的とする新規作業の提案があった。 

今次部会では、ICGAから提出された文書に基づき、本新規作業提案について議論す

る予定である。ICGAから提出された新規作業のプロジェクト文書においては、本作業

の目的や検討事項等について以下の言及がある。 

 目的及び範囲：「小型包装(small packs)」として販売される包装食品について

の指針的定義を策定すること。ただし GSLPFセクション６に規定されている「小

型単位（small units）」の免除規定を修正するものではない。

 主な検討事項：

 指針的定義の構成要素

 実施に当たっての文脈的基準

 定義を収載すべき文書の位置づけ

 その他、検討過程で生じる関連事項

 FAO／WHOによる科学的助言は必要とせず、外部機関からの技術的意見は現時点

では想定されない。

 想定されるタイムライン：２回の CCFL会合で完了することを想定。

（対処方針） 

我が国では、食品表示基準（平成 27年内閣府令第 10号）の規定に基づき、一般用

加工食品の表示は「容器包装」に対して行うこととなっている 14ことに加え、容器包

14 食品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10 号）第２条第１項第６号において食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第４条第５

項を引用。なお、食品衛生法第４条第５項においては、容器包装とは「食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又

は
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装の表示可能面積がおおむね 30 平方センチメートル以下である一般用加工食品にあ

っては、原材料名、内容量及び栄養成分等の義務表示事項を省略できる 15こととなっ

ている。なお、「容器包装」は、通常容器外装として解されており、「包装（packs）」

か「単位(units)」かに関わらず、原則として容器外装に対して表示を行う義務及び

その省略が法令上定められているところ。 

これまでのところ、我が国においてこの規定の解釈に関する疑義及びそれに伴う課

題が生じていないことから、積極的に当該提案を支持する必要性はないと考えている

ものの、作業の必要性についての提案オブザーバー等の説明や各国の意見を十分に聴

取の上、我が国における実情に支障が生じないよう適宜対処したい。 

添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの」と規定されている。 
15 食品表示基準第３条第３項及び第４条 
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資料５-(１) 

FAO/WHO 合同食品規格計画 
第 29 回油脂部会 

日 時：2026 年２月 9 日（月）～２月 13 日（金） 
場 所：クアラルンプール（マレーシア）

議題

１ 議題の採択

２ コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項

３ FAO 及び WHO（FAO/WHO 食品添加物専門家会議（JECFA）を含む）

等からの関心事項

４ 米ぬか油中のγ-オリザノール測定法の目的適合性（名前の付いた植物

油規格（CXS 210-1999）） 
５ トランス脂肪酸（TFA）の摂取量削減を目的とした油脂規格改訂案（ス

テップ４）

６ 微生物由来オメガ 3 油の規格案 (ステップ４) 
７ 許容される前荷のリスト (CXC 36-1987 の付属書 II) の見直し 
８ オリーブ油およびオリーブ粕油規格（CXS 33-1981）の改訂

８．１ ピロフェオフィチン（PPP）およびジグリセリド（1,2-DAG）に関する

科学データ・情報収集の進捗状況

８．２ オリーブ油及びオリーブ粕油規格（CXS 33-1981）の 3.2.3 の注釈（ディ

シジョンツリー）に関するデータ収集に関する枠組みの策定

討議文書

９ 新規作業や既存の規格改訂作業に関する提案

９．１ 名前の付いた植物油規格（CXS 210-1999）の改訂（シアバターの追加）

に関する討議文書

９．２ 名前の付いた植物油規格（CXS 210-1999）の改訂（バージンココナッツ

油の追加）に関する討議文書

９．３ 名前の付いた植物油規格（CXS 210-1999）の改訂（高オレイン酸ヒマワ

リ油のステアリン酸含量の変更）に関する討議文書

９．４ シーバックソーン油の新規個別規格の策定に関する討議文書

その他

10 その他の事項

11 次回会合の日程及び開催地

12 報告書の採択
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資料５-(２) 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 29 回コーデックス油脂部会（CCFO） 報告書 

１． 日 時（本会合）2026 年２月９日（月）～２月 11 日（水） 

（報告書の採択）2026 年２月 13 日（金） 

２． 場 所：クアラルンプール（マレーシア）

３． 参加（登録）国及び国際機関：

47 加盟国、１加盟機関（EU）、９オブザーバー機関 

４． 出席者

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 

係長 石塚 隼人（団長） 

農林水産省消費・安全局食品安全政策課 課長補佐  吉田 知太郎 

消費者庁食品表示課  課長補佐  大出 迪子 

消費者庁食品表示課保健表示室 課長補佐  松山 紗奈江 

５． 結果概要

議題１．議題の採択 1 

議題案のとおり採択された。

議題 10 において、エジプトから、「名前の付いた植物油規格（CXS 210-1999）への

「精製油（Refined Oils）」と「粗油（Crude Oils）」の定義の追加」に関する議論を追加

したいとの提案があり、今部会は合意した。また、会期中に以下の２つのセッション

間作業部会（IWG）を設置することが提案され、今部会は合意した。 

• トランス脂肪酸（TFA）の摂取量削減を目的とした油脂規格改訂案（議題５）議

長国：カナダ

• 手続きマニュアル（「作業プライオリティの設定規準」等）に基づく新規作業提案

４件の提案内容の評価（議題９）議長国：英国

1 CX/FO 26/29/1, CRD04, CRD18; CRD27 
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議題２．コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項 2 

コーデックス事務局から、第 47 回および第 48 回コーデックス総会（CAC）等か

らの決定事項を報告。

食品添加物部会（CCFA）から、「ファットスプレッド及びブレンデッドスプレッ

ドの規格」(CXS 256-1999)におけるラウリン酸アルギネートエチルエステル（INS 

243）を保存料として使用することに関する技術的正当性について議論した。米国に

おいて微生物の増殖を抑制するために 200 mg/kg で使用が認められていたが、その

他の国においては使用が認められていなかったため、保存料として使用することに

関する技術的正当性についての合意が得られなかった。今部会はこのことを CCFA

へ報告することに合意した。

議題３．FAO 及び WHO（FAO/WHO 食品添加物専門家会議（JECFA）を含む）等

からの関心事項 3 

FAO より、第 101 回 JECFA（2025 年）における無機ヒ素及び有機ヒ素の評価を含

む最近及び今後の科学的評価、栄養関連の取組、FAO の組織的活動並びに関連技術報

告書の公表状況について報告がなされた。

WHO より、2018 年に WHO が 2025 年までの工業由来トランス脂肪酸（iTFA）の

世界的排除を提唱し、これまでに 65 か国（2024 年以降 6 か国追加）がベストプラク

ティス政策を導入した一方、世界人口の約半数は依然として保護されていない状況に

あると報告された。WHO は技術支援、政策ガイダンス、能力構築等を通じて加盟国

支援を継続しているとした。また、iTFA 推計手法検証を目的とした牛乳中脂肪酸組成

データの募集 4、乳児用粉乳の微生物リスク評価に関する FAO/WHO 合同微生物学的

リスク評価専門家会議（JEMRA）の専門家・データ募集（2025 年６月専門会合開催予

定）、並びに健康的な食事及び政策措置に関する WHO ガイドライン（公表済及び策

定中）についても紹介された。

国際オリーブ評議会（IOC）より、脂肪酸、カンペステロール、Δ7-スチグマステノ

ールに関する研究実績及びピロフェオフィチン(PPP)、ジアシルグリセロール（DAGs）、

ステロール類、オリーブ粕油に関する研究の継続を報告し、オリーブ油及びテーブル

オリーブ分野の主要政府間機関として、コーデックスへの科学的支援を継続する意向

2 CX/FO 26/29/2 & Add.1; CRD05; CRD24; CRD27; CRD30 
3 CX/FO 26/29/3 & Add.1; CRD06; CRD24; CRD27; CRD30 
4 WHO: Public call for data on fatty acid composition of bovine milk 
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が表明された。

議題４．米ぬか油中の γ-オリザノール測定法の目的適合性（名前の付いた植物油規格

（CXS 210-1999））5 

（議論）

第 28 回 CCFO（2024 年）において、「名前の付いた植物油規格（CXS 210-1999）」

に記載されている米ぬか油中のγ-オリザノールの測定方法（分光法。以下「現行法」

という。）に関する「分析・サンプリング法規格（CXS 234-1999）」への移行に関す

る議論が今部会に持ち越されていた 6。コーデックス事務局は、現行法が現在も目

的に適合（fit for purpose）しているか、より適した代替方法があるかを回付文書に

より照会したところ、現在も目的に適合していることが確認されるとともに、CXS 

234-1999 に Type IV 分析法として移行することへの支持があった。また、代替方法

として高速液体クロマトグラフ(HPLC)法もType IV分析法としたいとする意見が寄

せられた。中国から、中国国内における試験室間妥当性確認試験により、現行法の

妥当性が確認されたことから Type III 分析法として CXS 234-1999 へ収載すること

が提案されるとともに、現在、分光法と HPLC 法について ISO 分析法としての承認

手続き中であり、承認後に CXS 234-1999 へ追加することの提案があった。 

（結果）

 今部会は、現行法が引き続き目的に適合していることを認め、規定、方法、原理

及びタイプ分類（Type III）を CCMAS に報告し、CXS 234-1999 への追加を要請す

ることに合意した。また、今後、分光法と HPLC 法が ISO 法として承認された場

合には、CXS 234-1999 への収載を要請することに合意した。 

議題５ トランス脂肪酸（TFA）の摂取量削減を目的とした油脂規格改訂案（ステ

ップ４）7 
（経緯）

第 28 回 CCFO において、部分水素添加油脂（PHO）使用禁止及び iTFA 上限値

規定を以下の３規格に追加する改訂作業を開始することに合意した。

・ 個別食品規格がない食用油脂の規格 (CXS 19-1981)

5 CL 2024/38-FO; CX/FO 26/29/4 & Add.1; CRD07; CRD24; CRD27; CRD30
6 第 110 回コーデックス連絡協議会資料 https://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/codex/attach/pdf/110-1.pdf  
7 CL 2025/79-FO; CX/FO 26/29/5 & Add.1; CRD02; CRD08; CRD20; CRD23; CRD27; CRD28; CRD29; CRD30; CRD38 
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・ ファットスプレッド及びブレンデッドスプレッドの規格 (CXS 256-1999)

・ 動物油脂の規格 (CXS 211-1999)

我が国から、iTFA 削減に係る各国のアプローチが異なる可能性を考慮し、PHO

の使用禁止と iTFA の上限値設定への対応には十分な柔軟性を確保すべき旨発言し、

提案文書に反映された。カナダとサウジアラビアを議長とする電子作業部会(EWG)

を設置し、規格改訂案を作成・議論することに合意した。8 

EWG には、我が国を含む 24 加盟国・地域、６オブザーバーが参加した。２回の

コメント募集があり、我が国は、一貫して、各国・地域における取組の柔軟性を確

保する必要性をコメントし、EWG 議長もそれを考慮した。 

今部会に向けて提示された規格改訂案（CX/FO 26/29/5）では、PHO 使用禁止及

び iTFA 上限値設定並びに関連分析法が盛り込まれたが、「各国規制当局は義務的

措置として導入すべき」といった書きぶりが含まれていた。我が国は、ほかの個別

食品規格の書きぶり（規格対象の食品や成分を主語とした書きぶりが多い。）との

整合性や各国の対応の柔軟性確保の観点から懸念を表明するとともに、分析法の妥

当性に関する情報が十分でなく、コーデックス分析・サンプリング法部会（CCMAS）

での検討に支障が生じるおそれがあることを指摘していた。

（議論）

① IWG での議論

EWG 議長を務めたカナダから、会合直前に、各国コメント（CX/FO 26/29/5-Add.1）

を反映した改訂案（CRD20）が議場配付資料として提示され、これを用いて本会合

1 日目にカナダを議長とする IWG が開催された。 

我が国を含む各国から柔軟性確保の重要性が指摘されたことを受け、当初案にあ

った「各国規制当局は義務的措置として導入すべき」との記載は CRD20 では削除

された。

（CRD20 案 仮訳） 

以下の規定は、本規格の対象製品に適用される。

a) 最終製品中の工業的に生成された TFA の量は、総脂肪酸 100 g 当たり 2 g を超え

てはならない。及び／又は

b) PHO の製造及び使用は禁止される。

CRD20 は、個別食品規格としての書きぶりに整合し、各国の対応の柔軟性が確保さ

8 第 110 回コーデックス連絡協議会資料 https://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/codex/attach/pdf/110-1.pdf
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れた内容となっていたことから、我が国は支持を表明した。ブラジル、インド、米国

等も支持を表明したが、EU、英国、エジプト、チュニジア等が反対を表明した。 

EU は、１つの規定に２つの選択肢を併記することは、貿易上の煩雑さや遵守状況

の検証方法の観点から問題があるとして、b)を削除して単文の規定とすることを提案

し、WHO やサウジアラビア等がこれを支持した。一方、PHO 使用禁止措置を講じる

国々は、TFA 低減対策としての PHO 使用禁止措置の有効性と、WHO が a)と b)の双

方をベストプラクティスとしている点を理由に b)の削除に反対し、当該論点は部会で

の議論に持ち越された。

また、b)に関連して、PHO 禁止規定の適合性確認に原材料表示や工程管理記録等の

非分析的手法の活用を認める脚注案、PHO 及び完全水素添加油脂（FHO）の定義につ

いても検討された。脚注の要否や、定義にヨウ素価 9又は iTFA 濃度 10の記載を含める

か否かについては各国の規制状況との関係から意見が分かれた。これらの論点は、

PHO 使用禁止及び iTFA 上限値規定の最終的な内容に依存することから、当該規定の

議論後に改めて検討することとされた。IWG では分析方法の詳細な議論には至らな

かった。

② 今部会での議論

EWG/IWG 議長のカナダから、IWG の報告書が議場配付資料（CRD 2）として提示

され、本件について部会では２日間にわたり議論が行われた。

まず、FHO の定義については、PHO 使用禁止及び iTFA 上限値に係る規定案の中で

出てこない用語であることから、削除することで合意した。

PHO 使用禁止及び iTFA 上限値規定については、EWG 議長国のカナダから柔軟性

を確保する観点から PHO 使用禁止の文言を維持しつつ、各国の規制枠組みに委ねる

という文言を追記する折衷案が提示されたが、規定の明確化を主張する EU からの歩

み寄りはなかった。WHO は、２つのオプション（PHO 使用禁止及び iTFA 上限値規

定）はいずれも REPLACE の下で国際的に認識されたベストプラクティスであると強

調し、PHO 使用禁止は製造工程の上流段階で iTFA 生成を抑制する手段であるのに対

し、iTFA 上限値規定は最終製品段階での管理を担保するものであると説明した。両オ

プションにはそれぞれ強みと限界があるものの、各国の経験に基づき形成され、いず

れも iTFA の摂取量削減に寄与してきた実績があることから、両オプションを維持す

ることは正当化され得る一方、合意形成のための適切な文言調整が必要であると述べ

9 ヨウ素価は不飽和度の指標であり、ヨウ素価 ≤4 を完全水素添加油と実務上定義している国がある（米国・カナダ等）。 
10 脂肪 100 g 当たり 2 g を iTFA の上限値とする国・地域がある（EU 等）。 
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た。議長は、本件について今部会での合意形成は困難であるとの認識を示し、規格改

定の主目的である PHO 使用禁止及び iTFA 上限値をどのように規定するかについて

合意が得られるまで議論を中断することを提案した。

会議後、今後の議論の基礎となるよう、FHO の定義の削除、PHO 使用禁止及び iTFA

上限値規定及び関連脚注、PHO 及び iTFA の定義等に関する議論の経緯を整理した議

場配付資料（CRD38）が、レポート案と同日に提示された。 

（結論）

部会は以下に合意した。

i. 本作業をステップ 2/3 へ差し戻す。

ii. サウジアラビアを議長、EU を共同議長とする EWG を設置し、PHO 使用禁止及び

iTFA 上限値規定、PHO 等の定義、分析方法等を、これまでの提出コメント、今部

会での議論、CRD38 を踏まえて改訂する。

議題６．微生物由来オメガ-3 油の規格案 (ステップ４)11 

（経緯）

第 28 回 CCFO において、オブザーバーである GOED（Global Organization for EPA 

and DHA Omega-3s）から個別食品規格の策定が提案された微生物由来オメガ-3 油に

ついて、米国を議長、中国を共同議長とする EWG が設置された。EWG が作成した

規格案について事前にコメント募集があり、そのコメントを考慮して改訂された規

格案（CRD21）を用いて今部会での議論がなされた。 

（議論）

微生物由来オメガ 3 油とは、人の摂取を目的として、微細藻類を含む微生物に由

来し、長鎖オメガ 3 多価不飽和脂肪酸（エイコサペンタエン酸(EPA)及びドコサヘキ

サエン酸(DHA)）の合計が 15％（w/w(脂肪酸)）以上含まれるものとされ、今回対象

となったものは以下の微細藻類を使用して製造されているものとされた。

・ Crypthecodinium 油：Crypthecodiniaceae 科 Crypthecodinium 属に由来。

Crypthecodinium cohnii 等

・ Schizochytrium 油：Thraustochytriaceae 科 Schizochytrium 属に由来（過去

Schizochytrium 属に分類されていた Aurantiochytrium 属、Hondae 属、

Oblongichytrium 属及び Thraustochytrium 属の種を含む）。

11 CL 2025/80-FO; CX/FO 26/29/6 & Add.1; CRD09 Rev.2; CRD21; CRD22; CRD25; CRD27; CRD29; CRD30 
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Ulkenia 油：Thraustochytriaceae 科 Ulkenia 属に由来 

「名前の付いた微生物由来オメガ-3 油（Named microbial omega-3 oils）」の定義文

にある「安全な食経験（history of safe use）」の記載について、WHO が、製品が「安

全な食経験」を有するか否かを判断するためには、十分な科学的データを検討すべ

きであると述べたのに対し、EWG 議長から、「安全な食経験」を有するかどうかの

判断は、当該油が販売される国毎の責任で行われ、その判断には使用された生物（微

生物）の安全性に関する科学的データが使用されるとの見解が示された。

油の品質パラメータについて、EU は、アニシジン価（異臭・異味と関連）、TOTOX

（酸化劣化の進行）、酸価（遊離脂肪酸の増加）を、規格案よりも低値に修正する

ことを提案したが、GOED は規格案の値が業界内の最大基準であり、低値に変更し

た場合には遵守が困難となり得ることを指摘した。部会は継続検討とすることに合

意した。

当初の規格案では、微生物由来オメガ-3 油は、特徴・用途が魚油に近しいことか

ら、「食品添加物に関する一般規格」（CXS 192-1995）の食品分類（Food Category（FC））

のうち、FC2.1.3（動物油脂）に分類されるとし、FC2.1.3 に該当する食品への使用

が認められた食品添加物のうち、抗酸化剤、キレート剤及び乳化剤を使用すること

としていた。日本から、製造に使用する微生物が微細藻類であることを鑑み、

FC2.1.2（植物油脂）に分類することを事前に提案していた。部会では、EWG 議長

及び中国（CCFA のホスト国）から、FC2.1.2 や FC2.1.3 ではない、新たな食品分類

FC2.1.4（微生物油脂）の創設を CCFA に要請することが提案され、部会は合意し

た。

汚染物質規定については、「食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関する一般規

格」（CXS 193-1995）に設定されている食用油脂中のヒ素（0.1 mg/kg）及び鉛（0.08 

mg/kg）の最大基準値（ML）を適用すること、魚油同様、ヒ素は無機ヒ素（As-in）

に関する注記を付記することを食品汚染物質部会（CCCF）へ要請することに合意

した。

水分及び揮発分の分析法について Type I 分析法が 2 つ提案されているため、部

会は CCMAS に対し、タイプ分類の見直し（いずれか一方の再タイプ付け）または

1 つのみの承認を検討するよう要請することに合意した。 

また、マレーシアから、本規格案の最終採択までに、「個別食品規格がない食用

油脂の規格」（CXS 19-1981）から微生物由来オメガ-3 油が対象外となるよう改訂す

る必要があるとの指摘があり、今部会は合意した。
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（結論）

今部会は以下に合意した。

・ 微生物由来オメガ-3 油規格案を第 49 回 CAC にステップ５で送付する。

・ 添加物規定（新たな FC02.1.4 の創設）を CCFA へ、汚染物質規定（GSCTFF に

設定されている食用油脂中のヒ素及び鉛の ML を当該規格へも拡張）を CCCF

へ、表示規定を食品表示部会（CCFL）へ、分析法規定を CCMAS へ送付する。 

・ 未解決事項（品質パラメータ等）について米国議長・中国共同議長の EWG を継

続設置する。

・ CXS 19-1981 の整合的改訂（微生物由来オメガ-3 油の除外）を検討する。

議題７．許容される前荷のリスト (CXC 36-1987 の付属書 II) の見直し 12 

（議論）

「前荷」とは、食用油脂をバルク（液体等の貨物を梱包せずに輸送する形態）で輸

送する際、当該油脂を積載する前に同一の船舶、タンク又はコンテナで輸送されて

いた貨物を指す。前荷に起因する残留物が食用油脂に混入する可能性があること

から、「バルクでの食用油脂の保管及び輸送に関する実施規範（CXC 36-1987）」で

は、付属書 II として「許容される前荷のリスト」（以下「許容リスト」という。）を

定めている。第 23 回 CCFO（2013 年）において、許容リストの見直しを CCFO の

常設議題とし、科学的知見の更新や国際的なリスク評価の進展を踏まえて見直す

こととされた。

今部会では、マレーシアを議長とする EWG の検討結果を踏まえ、以下の点が議

論された。

① 鉱物油芳香族炭化水素類（MOAH）について

高度に精製された食用ミネラルオイル（中・低粘度、class II 及び III）への MOAH

の上限値（2.0 mg/kg）の設定の要否について議論があった。EU が MOAH には

遺伝毒性発がん性が疑われているものがあるとして、定量的上限値の設定を主

張した一方、FOSFA（油糧種子・油脂の国際団体）や EWG 議長は、前荷に対

して通常は汚染物質の数値基準を設定していないこと、JECFA において食品用

高度精製品のミネラルオイルが前荷の場合問題なしと評価済みであること等

を理由に反対した。最終的に、数値基準は設定せず、従来どおりの記載を維持

12 CL 2025/78-FO; CX/FO 26/29/7 & Add.1; CRD10; CRD24; CRD25; CRD27; CRD29; CRD30 
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することが支持された。同様に、ミネラルオイル（高粘度及び中粘度）には、

「食品用高度精製品（highly refined food-grade）」との記載を付属書 II に追加し

た上で掲載を維持することとされた。

② 硝酸（CAS 7697-37-2）について

「禁止前荷リスト」（付属書 III）から削除し「許容リスト」へ移行させる提案

が検討されたが、移行を正当化する十分かつ関連性のある科学情報が提出され

ていないことから、当面は「禁止前荷リスト」に留め、将来十分な情報が提出

された段階で再検討することとされた。

③ エタノールについて

許容リストの記載を「変性アルコールは、変性剤が許容リストに含まれる場合

のみ許容」と明確化する提案があった。未評価の変性剤の使用を防止する趣旨

であったが、世界的に流通する変性エタノールの多くに含まれるデナトニウム

安息香酸塩（Bitrex）が許容リストに掲載されていないことから、貿易への影響

を懸念する意見が示された。最終的に合意には至らず、現行のエタノール記載

を維持することとされた。

④ 許容リスト改訂提案テンプレート

許容リストの改訂提案に必要な情報を整理する標準テンプレートの策定が提

案され、分析法の記載、遺伝毒性発がん物質の有無の明示、JECFA 評価がない

場合の国・地域評価の考慮等を盛り込む方向で検討が進められた 20。当該テン

プレートは第 30 回 CCFO の回付文書で試行され、最終化後、コーデックスの

情報文書として公表することが予定されている。

（結論）

今部会はは以下に合意した。

i. 許容リスト改訂案を第 49 回 CAC へ送付する。

ii. 追加改訂提案およびテンプレート意見募集のため回付文書を発出する。

iii. マレーシアを議長とする EWG を設置する。

議題８．オリーブ油及びオリーブ粕油規格（CXS 33-1981）の改訂 13 

議題８．１．ピロフェオフィチン（PPP）及びジグリセリド（1,2-DAG）に関する

13 CX/FO 26/29/8
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科学データ・情報収集の進捗状況 14 

（議論）

第 28 回 CCFO において、オリーブ油の品質指標（PPP、1,2-DAG、酸価、過酸化

物価、官能検査等）に関する科学データの収集・評価を目的として、イタリアを議

長とする EWG が設置された。 

今部会では、収集データが追加分析を行うのに十分か、追加分析を EWG で実施

するか、又は FAO 専門家協議に付託するか、さらなるデータ収集のため EWG を

再設置するかを検討することとしていた。

収集データは相当量に達しているものの、FAO による、PPP 及び 1,2-DAG の経

時変化に関する科学的分析（品質指標としての妥当性・再現性・他の品質パラメー

タとの相関性の検証）を開始するのに十分かどうかについて意見が分かれた（EU

は直ちに分析を開始すべきと主張。一方、研究を継続中の国は研究完了を待つべき

と反対。）。分析主体についても、EWG で実施すべきとの意見と、第 28 回 CCFO の

合意どおり FAO 専門家協議に付託すべきとの意見が対立した。 

（結論）

今部会は、EWG が収集したデータは分析開始に十分であると判断し、FAO に専

門家協議の開催を要請する。併せて、今後行われる FAO のデータ公募には時間的

猶予があるため、進行中の研究データも提出可能とする。

FAO による本件の検討結果は、第 30 回 CCFO に報告される予定。 

議題８．２．オリーブ油及びオリーブ粕油規格（CXS 33-1981）の 3.2.3 の注釈（デ

ィシジョンツリー）に関するデータ収集に関する枠組みの策定 15 

（議論）

第 47 回 CAC（2024 年）において、オリーブ油及びオリーブ粕油規格(CXS 33-

1981)の改訂を採択。この際、シリアから、脚注(c) のディシジョンツリー16に示さ

れた条件では、本物のバージンオリーブ油であっても真正と判定されないおそれが

14 CX/FO 26/29/8 Add.1; CRD11; CRD25; CRD26; CRD27; CRD36 
15 CX/FO 26/29/8 Add.2; CRD12; CRD13; CRD24; CRD27; CRD30; CRD31; CRD33
16 (c) バージンオリーブ油について、Δ7-スチグマステノールが >0.5％ ≤0.8％の場合、カンペステロール≤3.3％、見かけの β-

シトステロール／（カンペステロール＋Δ7-スチグマステノール）≥25以上、スチグマステロール≤1.4％、ECN42  ≤|0.1|でな

ければならない。精製オリーブポマス油について、Δ7-スチグマステノールが >0.5％ ≤0.7％の場合、スチグマステロール

≤1.4％、ΔECN42 ≤|0.4|でなければならない。(オリーブ油及びオリーブ粕油規格（CXS 33-1981）の3.2.3の注釈(c)抜粋) 
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あるとの懸念を示された。このため、第 47 回 CAC は、規格改訂のステップは進め

つつ、ディシジョンツリーの科学的妥当性をデータに基づき再検証するとした。

今部会では、第 47 回 CAC の決定を受け、脚注(c)ディシジョンツリーの適用可

能性に関するデータ収集の枠組を検討した。コーデックス事務局は、収集データの

内容、実施メカニズム及びタイムラインを整理する必要があると説明し、データ収

集には数年を要し、第 30 回 CCFO までの完了は困難との見通しを示した。また、

シリアは、現行ステロール閾値が品種・地域差を十分反映していないとし、関連品

質パラメータも含めた包括的データ収集を提案した。

（結論）

シリアを議長とする EWG を設置し、収集データの範囲、分析方法、タイムライ

ン及び意見照会用テンプレートを整理する。また、本作業は第 30 回 CCFO までに

完了することは困難であることから、本 EWG は改訂タイムラインを提案する。

議題９．新規作業や既存の規格改訂作業に関する提案

議題９．１ 名前の付いた植物油規格（CXS 210-1999）の改訂（シアバターの追

加）に関する討議文書 17 

（議論）

アフリカ地域調整部会（CCAFRICA）の地域規格として、「未精製シアバターの

地域規格」（CXS 325R-2017）が採択済み。一方、精製シアバターについては、国際

市場が成長中である一方、国際規格が存在しないため、アジアや南米などの新興市

場において食品用途での流通・利用が困難な状況にあるとして、オランダから、シ

アバターの国際規格の策定作業が提案された。オランダは、公正な取引、商品の真

正性、地域経済の発展を促進し、持続可能な生産の確保に役立つと指摘した。

（結論）

・ シアバターを「名前の付いた植物油規格」（CXS 210-1999）に追加する改訂作

業に関するプロジェクトドキュメント（以下、プロドクという。）を第 49 回

CAC へ提出する。第 49 回 CAC が作業を承認した場合、ナイジェリアが議長、

ガーナ、インド、オランダが共同議長を務める EWG を設置する。

・ 今回提案された新規作業と、本作業が完了した時点で「未精製シアバターの地

域規格」（CXS 325R-2017）の必要性を再検討するよう要請される可能性がある

ことについて、CCAFRICA に報告する。

17 CX/FO 26/29/9 Add.1; CRD03; CRD14; CRD24; CRD25; CRD27; CRD30; CRD34 
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議題９．２ 名前の付いた植物油規格（CXS 210-1999）の改訂（バージンココナッ

ツ油の追加）に関する討議文書 18

（議論）

バージンココナッツ油は化学処理を行わず、ココナッツの果肉から機械的に抽出

される最も純粋な形のココナッツ油であり、ラウリン酸の含有量が高いこと（約

50％）、TFA が含まれていないこと、酸化安定性が高いこと等の特徴があるが、現

行の「名前の付いた植物油規格」（CXS 210-1999）では通常のココナッツ油との区

別が明確でなく、その特性が十分に反映されていないとして、フィリピンから、偽

装防止、品質保証、国際貿易の円滑化などに資するよう、CXS 210-1999 を改訂し、

バージンココナッツ油の明確な定義と品質パラメータを追加する新規作業が提案

された。今部会は、プロドクにはバージンココナッツ油が通常のココナッツ油と区

別するための化学的及び物理的パラメータが十分に提示されておらず、現行の CXS 

210-1999 へ新たなカテゴリーを作成する必要はないことに合意した。

（結論）

バージンココナッツ油を CXS 210-1999 へ追加する作業は見送る。 

議題９．３ 名前の付いた植物油規格（CXS 210-1999）の改訂（高オレイン酸ヒマ

ワリ油のステアリン酸含量の変更）に関する討議文書 19

（議論）

現行の「名前の付いた植物油規格」（CXS 210-1999）には既に高オレイン酸ヒマ

ワリ油が収載されており、脂肪酸等の規格値が示されている。今回作業を提案した

イランによると、同国が輸入する高オレイン酸ヒマワリ油に、他の規格値には適合

するものの、ステアリン酸含有量が規格値（2.9-6.0％）の下限を下回るケースが発

生している（2.1–2.9%）。このためイランは、高オレイン酸ヒマワリ油のステアリン

酸最低値を現行の 2.9％から 2.1％へ引き下げることを提案。イランのデータは生産

国間でステアリン酸値にバラツキがあることを示していたが、部会は、より広範な

国からのデータ収集が必要との認識で一致。

（結論）

プロドクを第 49 回 CAC へ提出する。第 49 回 CAC が作業を承認した場合、コ

18 CX/FO 26/29/9 Add.2 Rev.1; CRD03; CRD15; CRD19; CRD24; CRD25; CRD27; CRD30; CRD35 
19 CX/FO 26/29/9 Add.3; CRD03; CRD16; CRD24; CRD25; CRD26; CRD27; CRD29; CRD30; CRD37 
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ーデックス事務局が回付文書を発出し、各国から下限値に関する意見や関連データ

を収集する。イラン及びロシアが分析し、第 30 回 CCFO において適切なステアリ

ン酸下限値を提案する。

議題９．４ シーバックソーン油の新たな個別規格の策定に関する討議文書 20 

（議論）

シーバックソーン油は、シーバックソーン（Hippophae rhamnoides。サジー（グミ

科の植物））の果肉と種子から得られる。オメガ脂肪酸（特にオメガ 7）、ビタミン

類、カロテノイド、ポリフェノールなどを豊富に含む。医薬・食品・化粧品用途で

世界的需要は増加しているが、コーデックス規格がないため、品質の不整合、低価

格油脂との混和・偽装のリスク等が顕在化しているとして、モンゴルと中国より、

食用を目的としたシーバックソーン油（果肉油及び種子油）を対象とする個別食品

規格の策定作業が提案された。

当初、提案国は、果実由来の油脂という特性から、既存の「名前の付いた植物油

規格」（CXS 210-1999）では十分にカバーされず、真正性確保、偽装防止、国際貿

易の円滑化の観点からも、単独の規格とすることが妥当であるとしていたが、今部

会は、「名前の付いた植物油規格」（CXS 210-1999）へシーバックソーン油を追加す

る方針に合意した。シーバックソーン油は、既に複数の国や地域で消費・販売され

ているため、新規食品には該当せず、JECFA による評価は不要とされた。部会は、

シーバックソーン油が果肉由来と種子由来の場合があるため、シーバックソーンパ

ルプ油及びシーバックソーンシード油を作業対象とすることで合意した。

（結論）

シーバックソーンパルプ油及びシーバックソーンシード油を CXS 210-1999 に追

加する改訂作業に関するプロドクを第 49 回 CAC へ提出する。第 49 回 CAC が作

業を承認した場合、モンゴルを議長、中国を共同議長とする EWG を設置する。 

議題 10．その他の事項 

エジプトから、「名前の付いた植物油規格（CXS 210-1999）」への「精製油（Refined
Oils）」と「粗油（Crude Oils）」の定義の追加に関する作業提案があった。討議文書と

プロドクは議場配付資料（CRD18、CRD32）として提示された。議長は、新規作業提

案については第 30 回 CCFO における IWG による検討を経る必要があるとし、詳細な

20 CX/FO 26/29/9 Add.4; CRD03; CRD17; CRD27; CRD30 
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議論を見送った。

議題 11．次回会合の日程及び開催地 
議長より、次回会合は 2028 年３月 20 日から 24 日にマレーシアで開催を予定して

いることが連絡された。

議題 12．報告書の採択 
報告書案をパラグラフ毎に確認し、必要な修正を行い、採択された。

33



作業の概要と状況

責任者 目的 主題 コード ｽﾃｯﾌﾟ

第 90 回 CCEXEC 
第 49 回総会 

加盟国/ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 

採択

微生物由来オメガ 3 油の規格案 N06-
2024 5 

バルクでの食用油脂の保管及び輸送に関

する実施規範の許容される前荷リスト

(CXC 36-1987 の付属書 II。LOAPC)の修正

/改訂 

- - 

承認

新規作業-名前の付いた植物油規格(CXS 
210-1999)の改訂

a) シアバターの追加

- 

- 

b) 高オレイン酸ヒマワリ種子油のス

テアリン酸含量の調整
- 

c) シーバックソーンパルプ油および

シーバックソーン種子油の追加
- 

第 56 回 CCFA 
行動

承認

情報

ファットスプレッド及びブレンデッドスプレッドの規格

(CXS 256-1999) に該当する製品にアルギン酸エチルエステ

ル (INS 243) を保存料として使用することの技術的正当性

- 微生物由来オメガ 3 油の規格案における食品添加物規定

の承認

- 食品添加物に関する一般規格 (CXS 192-1995) における

微生物由来オメガ 3 油の適切な分類に関する助言

第 49 回 CCFL 承認 微生物由来オメガ 3 油の規格案における表示規定 

第 19 回 CCCF 行動

食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関する一般規格

(CXS 193-1995) における食用油脂中のヒ素及び鉛の最大基

準値 (ML) 及び微生物由来オメガ 3 油へのヒ素の ML に関

する注記/注釈の拡大の検討 

第 45 回 CCMAS 
行動

承認

γ-オリザノールの定量法を、CXS 210-1999 から分析・サ

ンプリング法規格(CXS 234-1999) への移行（再承認と

TypeIII 分析法としての推奨を含む）
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微生物由来オメガ 3 油の規格案における分析方法の承認及

び水分と揮発性物質の分析法の再タイプ

責任者 目的 主題 ｽﾃｯﾌﾟ

EWG (ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、
EU) 

加盟国/ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 
第 30 回 CCFO 

討議

ｺﾒﾝﾄ

トランス脂肪酸 (TFA) の摂取量の削減を目的とし

た規格改訂案の作成

 個別食品規格がない食用油脂の規格 (CXS 19-
1981)

 ファットスプレッド及びブレンデッドスプレ

ッドの規格 (CXS 256-1999)
 動物油脂の規格 (CXS 211-1999)

2/3 

EWG (米国、中国) 
加盟国/ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 
第 30 回 CCFO 

討議

ｺﾒﾝﾄ 

- 微生物由来オメガ 3 油の規格案において角括弧が

付された課題の検討

- 微生物由来オメガ 3 油の規格案が最終採択された

結果適用される、CXS 19-1981 の改訂案の作成

6/7 

EWG（ﾏﾚｰｼｱ） 
ｺｰﾃﾞｯｸｽ事務局

第 30 回 CCFO

討議

ｺﾒﾝﾄ

新たに LOAPC への追加が提案された物質に関する検討、

LOAPC の修正提案の提出に使用する標準テンプレート案

の改訂と意見募集

EWG（ｼﾘｱ､ｵｰｽﾄﾗﾘ

ｱ､ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ､ﾁｭﾆｼﾞ

ｱ、IOC）

ｺｰﾃﾞｯｸｽ事務局

第 30 回 CCFO

討議

ｺﾒﾝﾄ
オリーブ油に関する世界各国の科学データ及び情報の収集

EWG (ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ｶﾞｰ
ﾅ､ｲﾝﾄﾞ､ｵﾗﾝﾀﾞ)

第 30 回 CCFO

討議

ｺﾒﾝﾄ
シアバターを含めた CXS 210-1999 の改訂案の作成 2/3 

ｺｰﾃﾞｯｸｽ事務局

ｲﾗﾝ及びﾛｼｱ

第 30 回 CCFO 

討議

ｺﾒﾝﾄ

高オレイン酸ヒマワリ種子油のステアリン酸含有

量の下限の調整を目的とした CXS 210-1999 の改訂

案の作成

2/3 
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EWG (ﾓﾝｺﾞﾙ、中

国) 

第 30 回 CCFO 

討議

ｺﾒﾝﾄ

シーバックソーンパルプ油及びシーバックソーン

種子油を含めた CXS 210-1999 の改訂案の作成
2/3 

FAO 
CCFO 

措置 
エキストラバージンオリーブ油 (EVOO)中のピロフェオフ

ィチン”a”(PPP)及び 1,2-ジグリセリド(1,2-DAG)の経時変化

に関する研究のデータ及び情報を分析

責任者 目的 主題

加盟国/ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 
情報

第 30 回 CCFO までにオリーブ油及びオリーブ粕油の規格

（CXS 33-1981）から通常のバージンオリーブ油を削除する

かを決定（REP22/FO 第 92～95 段落参照） 

CCAFRICA 情報

シアバターの CXS 210-1999 への追加後、未精製シアバター

のアフリカ地域規格 (CXS 325R-2017)の必要性を見直す可

能性

（以上）
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資料６-(１) 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 45 回分析・サンプリング法部会 

日時：2026年 3 月 9 日（月）～3 月 13 日（金） 

場所：ブダベスト（ハンガリー） 

議題 

1 議題の採択 

2 コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項

3 コーデックス規格中の分析条項に係る分析法及びサンプリングプランの承認

4 第 44回会合（CCMAS44）における保留事項 

4.1 
個別食品規格（魚類・水産製品、油脂、穀類・豆類及び由来製品）の分析法

の点検・更新 

4.2 キノアを対象とするタンパク質分析法（ISO 1871）のリタイピング

5 分析・サンプリング法規格（CXS 234）の点検・更新 

5.1 フルーツジュースの分析法の点検・更新

5.2 ココア製品及びチョコレートの分析法の点検・更新

5.3 糖及びはちみつの分析法の点検・更新 

6 予防的アレルゲン表示に関する分析法 

7 サンプリングプラン：討議文書

7.1 CXS 234中のサンプリングプランの点検・更新 

7.2 マイコトキシンを含むバルク品/不均質ロットのサンプリングプラン
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8 
CXS 234 において同一として用いられている分析法の原理の名称や形式の調

和 

9 分析法に関する国際機関間会合の報告 

10 その他の事項及び今後の作業 

11 次回会合の日程及び開催地 

12 報告書の採択 
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資料６-(２) 

 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 45 回分析・サンプリング法部会報告書 

１．日時及び開催場所 

日時：2026年 3月 9日（月）～3月 13日（金） 

場所：ブダペスト（ハンガリー） 

２．参加国及び国際機関 

64加盟国、１加盟機関（EU（欧州連合））、20国際機関 

３．出席者 

農林水産省消費・安全局食品安全政策課 リスク管理専門官 山本 祐士 

厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課 ＨＡＣＣＰ査察専門官 横山 涼子 

厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課 化学物質係長 太田 和 

国立医薬品食品衛生研究所安全情報部 第一室長 渡邉 敬浩 

独立行政法人農林水産消費安全技術センター仙台センター 所長 小林 秀誉 

独立行政法人農林水産消費安全技術センター本部規格調査部試験

規格調査課 調査官 

平林 悠人 

４．概要 

第 45 回コーデックス分析・サンプリング法部会（CCMAS）の本会合に、直前（3 月 8

日～9日）に開催された物理的作業部会（PWG）と併せて出席し、日本代表として、対処

方針に基づき先進国の１つとして各議題に対応・貢献した。また、PWGの共同議長とし

て、本会合における議論を円滑に進めることに貢献するとともに、PWG の前日（3 月 7

日）に開催された国際機関間での会合（IAM）にも併せて出席した。 

各議題の概要は以下のとおり。 

議題１：議題の採択 

仮議題のとおり採択した。 

議題 10「その他の事項及び今後の作業」において、時間があれば以下の事項を取り扱

うことに合意した。 

・ FAO（国際連合食糧農業機関）/IAEA（国際原子力機関）合同食品・農業核技術セン

ターの取組（IAEA）

・ 食塩中のマイクロプラスチックの分析法の進展に関する討議文書（議場配付資料；

韓国）

議題２：コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項 

コーデックス事務局（以下「事務局」という。）からコーデックス総会（CAC）及び他
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の部会における、CCMAS に関連する事項についての情報提供があった。また、CAC 及び

他の部会からの付託事項については、3月 2日に開催されたバーチャル作業部会（VWG）

並びに 3 月 8 日～9 日開催の PWG での検討を踏まえて、議題 3 で討議することとなっ

た。 

議題３：コーデックス規格中の分析条項に係る分析法及びサンプリングプランの承認 

以下の事項について、VWG及び PWGの議長を務めた米国から検討結果について説明が

あり、以下のとおり議論を行った。なお、我が国は PWG共同議長として議長を支援する

ほか、PWGレポートの作成を担当した。 

第 18 回食品汚染物質部会（CCCF、2025年）関係 

総アフラトキシン及びオクラトキシン A 分析のための特定のスパイス類を対象とし

たサンプリングプラン 

ロット重量が 25 トン超のケースについては１つのロットをサブロットに分割して検

査することとされているが、あるサブロットが不合格となった場合、そのサブロットの

みを不合格とするのか、それともロット全体が不合格となるのかが明確ではなかったこ

とから、CCCFに対し明確化を求めることとした。 

総アフラトキシン及びオクラトキシン Aの分析法が満たすべき数的性能規準 

オクラトキシン Aについては、原案のまま承認した。

総アフラトキシンの数的性能規準については、CCMASが作成した構成成分の総量（sum 

of components）に関する情報提供文書に従って設定することとなるが、VWGにおける検

討中、濃度の最小適用範囲に関して、本来は含まれるべきである最大基準値（ML）が含

まれていないことの合理性に係る指摘がされた（例：本文書に従って最小適用範囲を設

定した場合、アフラトキシン B1の濃度の最小適用範囲が総アフラトキシンの ML をカバ

ーしない）。そのため、情報提供文書内の該当する記載について、最小適用範囲の上限

が ML を上回るよう修正するとともに、修正後の情報提供文書に従って 4 つのアフラト

キシン分子種（B1、B2、G1、G2）の濃度の最小適用範囲を修正した上で承認した。

また、個別のアフラトキシン分子種に加えて総アフラトキシンを対象とする分析法に

も数的性能規準を設定する必要があるかについても検討を行い、我が国からは、総アフ

ラトキシン量を直接測定する分析法が存在しないことから不要であり、数値を示したま

まとすることでかえって混乱を招くおそれがあるため削除すべきとの意見を述べた。議

論の結果、我が国からの意見も踏まえ、総アフラトキシンに関しては ML を除いて数的

性能規準の数値を表から削除することに合意した。 

総アフラトキシンの数的性能規準は、穀類及び穀類加工品（乳幼児用食品を含む）に

対しては既に設定されていることから、CCCF に対し、食品及び飼料中の汚染物質及び毒

素に関するコーデックス一般規格（CXS 193-1995）に既に収載されている数的性能規準

について、今回の変更と一貫性を持つよう改訂することを求めることとした。 
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第 23回アジア地域調整部会（CCASIA、2025 年）関係 

CCASIA より承認を求められた 8 つのアジア地域規格に関するサンプリングプランに

ついて検討した。本サンプリングプランは、サンプリングの一般ガイドライン(CXG 50-

2004)の改訂内容に基づき、適切と考えられるサンプリングプランを我が国から提案し、

CCASIAにおいて議論、一部修正の上、合意されたものである。 

今次会合において我が国は、アジア地域調整国の立場から本サンプリングプランにつ

いて説明し、消費者の健康には影響しない製品の品質に関する分析条項の測定に資する

サンプリングプランであること、ロットから抜き取るサンプルの数（サンプルサイズ）

を大きくすれば、誤判定の確率が低下し統計学的信頼性は向上するものの、検査コスト

がかかることで製品の値段が高くなるおそれがあること、基本的にアジア地域で流通す

る食品であること等を踏まえ、国際整合の観点から CXG 50-2004にも収載されている国

際規格(ISO 2859-1及び ISO 3951-1。以下「ISO規格」という。)を用い、消費者リスク
1（ここでいう「リスク」は、統計学上の用語であり、コーデックスで一般的に使われる

食品安全に係る「リスク」とは異なる。以下同じ。）と生産者リスク 2も考慮して地域調

整部会で検討した結果である旨を述べた。これに対し、CXG 50-2004の改訂に大きく貢

献し、統計的サンプリングの推進を図りたいニュージーランドは、ISO規格に基づくサ

ンプリングプランは生産者リスクしか考慮していないため、消費者リスクも考慮して両

者のバランスを踏まえ統計学的に妥当となるよう、ISO規格を利用せずに CXG 50-2004

に記載されたプロセスに基づいたオリジナルのサンプリングプランを策定すべきであ

り、CCMAS及び CCASIAの専門家によって構成される電子的作業部会（EWG）を設置の上、

本サンプリングプランの改良を行うべきと強く主張した。本議論を踏まえ、ブラジルか

らの発言を契機に、サンプリングプランの策定に責任を負い、消費者リスク及び生産者

リスクを考慮すべき主体（部会）を明確にすることの重要性が議長から指摘された。

CCASIAと CCMAS双方が責任を持つとの意見もあったが、最終的には、統計学的要素は重

要ではあるが意思決定プロセスにおける１つの側面に過ぎないこと、また、サンプリン

グプランを策定する各部会がサンプリングに伴うリスクの許容水準を決定する責任を

負うことが確認された。 

会合 2日目に行われた本議論において合意に至らなかったため、議長からの提案に従

い、アジア地域調整国の立場から我が国が本サンプリングプランの CCASIA における議

論の概要を示した議場配布資料（CRD33）を提出し、再度議論が行われた。ニュージーラ

ンドからは再度上述の懸念のため支持できないとの発言があったが、アジア地域の加盟

国（中国、フィリピン、ブータン、インド）からの支持が表明されたことから、議長は、

本件を CCASIAに差し戻したとしても違う結論に達する可能性は低いと述べた。  

議論の結果、今次会合は本サンプリングプランを承認した。また、今次会合において

示された懸念を CCASIAに情報提供するとともに、再度 CXG 50-2004に沿ってサンプリ

1 規格を満たしていないロットを誤って合格とする確率
2 規格を満たしているロットを誤って不合格とする確率
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ングプランを見直すよう助言することとした。

第 12回近東地域調整部会（CCNE、2025年）関係 

マームール(maamoul)3の規格案に係る分析法について、一部修正の上、承認した。

第 8回スパイス・料理用ハーブ部会（CCSCH、2025 年）関係 

スモールカルダモン、ターメリック、クローブ、乾燥唐辛子及びパプリカの規格に係

る分析法 

第 43 回 CCMAS（2024 年）において、一部の分析法については、提供された情報が不

十分であるために承認せず、CCSCH に対して質問を投げかけていた。今般、CCSCH から

の回答に基づき議論を行い、一部修正の上、これらの分析法を承認した。 

バニラ、ラージカルダモン、コリアンダーの規格に係る分析法 

 一部の分析法は目的適合性(fit-for-purpose)について CCSCH に整理を求めるととも

に、残りの分析法は一部修正の上で承認した。 

第 29 回油脂部会（CCFO、2026 年）関係 

「名前の付いた植物油規格（CXS 210-1999）」に係る分析法 

米ぬか油中のγ-オリザノールの分析法について検討した。議論の結果、提案された

分析法は古い分析法であり Type IV4に分類すべきとの意見や、ISOにおいて新たな分析

法について妥当性確認のための試験室間共同試験が行われているとの情報提供があっ

たことを踏まえ、本分析法を Type IV分析法 4として承認することに合意した。 

微生物由来オメガ-3油の規格に係る分析法 

 水分及び揮発分を分析条項とする分析法に関し、2つの異なる分析法（ISO 662及び

AOCS Ca 2c-25）が Type I4として提案されていたため CCMASに対し整理を求められて

いたところ、CCMASは、どちらも妥当性確認がなされた加熱乾燥法であるが温度条件が

異なること（ISO 662は 103℃、AOCS Ca 2c-25は 130℃）を確認した上で、①温度条件

を付記して分析条項を 2つに分けること（そうすることで提案された 2つの分析法をそ

れぞれ Type I分析法 4として承認できる）、②１つの分析法のみを選択して分析条項に

その温度条件を付記する（そうすることで 1 つの分析条項と 1 つの Type I 分析法 4の

承認という一貫性が維持される）、の 2つの選択肢を示し、CCFOでの検討を依頼するこ

ととした。なお、②の場合、オメガ-3油は熱による酸化に弱いため、温度の低い ISO 662

の方が保守的である、との意見を付することにも合意した。 

本規格に係るその他の分析法については、一部修正の上、承認した。 

3 中東で流通するバタークッキーの一種
4 第 121 回コーデックス連絡協議会資料 p.16-17「（参考）Codex における分析法の分類」参照 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/meeting_materials/assets/consumer_saf
ety_cms203_260327_01.pdf 
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その他：第 48 回コーデックス総会（CAC、2025 年）で懸念の示された課題 

分析・サンプリング法規格（CXS 234-1999。以下「CXS 234」という。）から削除する

ことについて懸念が示されていたタラ科魚類の塩蔵魚及び乾燥塩蔵魚に設定された分

析条項に係る塩分飽和度の決定方法及びその試料調製の方法については、ノルウェーか

ら提出された CRD09を基に議論し、一部修正の上、承認することに合意した。 

また、第 48 回 CAC において例示されている分析法が妥当であるか懸念が示されてい

た塩蔵魚等の塩分の分析法に係る数的性能規準についても、一部修正の上、承認するこ

とに合意した。 

今後の作業 

 本議題をはじめ、分析・サンプリング法の承認は CCMAS 会合直前に開催される PWG で

検討することになっており、次回会合においても PWG（議長：米国、共同議長：日本、

ハンガリー）を開催することに合意した。

議題４：CCMAS44 における保留事項 

議題４.１：個別食品規格（魚類・水産製品、油脂、穀類・豆類及び由来製品）の分析

法の点検・更新 

 CXS 234 に収載されている分析法のうち、魚類・水産製品、油脂、穀類・豆類及び由

来製品の個別食品規格に関するものは点検作業を既に完了しているものの、CCMAS によ

る作業結果を基に事務局が該当する個別食品規格の修正作業を進める過程で、本来 CXS 

234に移行されるべき分析法が移行されていない等の課題がいくつか特定されていたた

め、これらについて今次会合において検討することとしていた。 

議論の結果、提案された内容で第 49 回 CAC へ提出し、CXS 234 に収載されている分

析法及び関連する個別食品規格を修正すること、及び、関連する魚類・水産製品部会

（CCFFP）、CCFO 及び穀物・豆類部会（CCCPL）に本決定を通知することに合意した。ま

た、「小麦及びデュラム小麦の規格（CXS 199-1995）」の「insect bored kernels」の分

析条項を「grains attacked by pest」に変更すべきという意見があり、CCCPL に対し、

本分析条項の名称変更、及び、本規格においてそもそも現在も適用されているのか検討

を求めることに合意した。   

議題４.２：キノアを対象とするタンパク質分析法（ISO 1871）のリタイピング 

 第 43 回 CCMAS（2024 年）は、キノアを対象とするタンパク質分析法（ISO 1871）は

Type Ⅳ分析法 4として承認した。一方、ウルグアイ等は Type Ⅰ分析法 4とすべきと主

張し、本分析法について妥当性確認を実施し、第 44 回 CCMAS（2025 年）においては Type 

Ⅰ分析法 4として承認可能であるか議論を行ったが、①ISO 1871 は分析の対象や条件等

が特定されていない一般的なガイドラインであるため、Type Ⅰ分析法 4 としての承認

のためにはさらなる検討が必要である、②妥当性確認を実施した試験室間で分析条件等
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が一致していない(分析法が特定されていない)、③追加情報の提出が遅く検討の時間が

十分でない、との意見があり合意に至らなかったため、今次会合において再検討するこ

ととしていた。 

PWG では、インド、エルサルバドル、ペルー、チリからは妥当性確認のために南米諸

国において実施された試験室間共同試験において分析条件（触媒の種類、加熱温度及び

時間等）の違いにも関わらず良好な精度の値を示す結果が示され本分析法の頑強性が確

認されており Type Ⅰ分析法 4として承認されるべきとの意見があったが、オーストラ

リア、EU、カナダ、米国、IAM からは、ISO 1871 は分析法というよりはガイドラインに

過ぎないものである等との反対意見があり、合意に至らなかった。ISO からは、もし各

国の支援が得られるのであれば別の分析法（ISO 20483：穀物及び豆類を対象とするタ

ンパク質分析法の規格）の対象にキノアを加えることに既に合意が得られていること、

また AOAC はその支援に協力する用意があることを述べた。また議長国のハンガリーか

らは、ISO、AOAC、AACC の協力の下で、ISO 20483の対象品目に加えるために必要な試

験室間共同試験の提供の用意があるとの説明があった。 

議論の結果、ISO 1871 を Type IV4として維持することに合意した（ペルーが留保）。

また、テヘナを対象とするタンパク質分析法として ISO 1871（近東地域の地域規格）が

既に TypeⅠ分析法 4として承認されている点については、Type IV4に分類を変更し、そ

の旨を CCNE に通知することに合意した。 

議題５：分析・サンプリング法規格（CXS 234）の点検・更新 

議題５．１：フルーツジュースの分析法の点検・更新 

第 42 回 CCMAS（2023 年）において、EWG（議長国：ドイツ）を設置し、CXS 234に収

載されているフルーツジュースの分析法の点検・更新作業を進めることに合意し、作業

が継続していた。第 44 回 CCMAS（2025 年）は、一部の分析法の維持又は更新を行うこ

とを合意したものの、残りの多くの分析法については、分析法の性能規準設定に資する

情報不足が指摘され、CCMAS の付託事項（Terms of Reference; ToR）の範囲を超える個

別食品規格自体の変更に関わる意見（不正な成分を含むジュースの検出の必要性）があ 

ったため、国際果物野菜ジュース協会（IFU）が中心となって専門家会合（専門家個人と

して出席し、国や組織を代表しない）を開催し、今次会合に向けて検討することとして

いた。 

今次会合においては、専門家会合で整理された情報の配布が遅れたため、専門家会合

のレポート全体についての議論を行うことはできなかった。ただし、妥当性確認のため

の性能評価データが存在しない等が判明した分析法については、CXS 234から廃止する

ことに合意した。その他の分析法については、EWG（議長国：ドイツ）を設置し、検討を

継続することに合意した。 

議題５.２：ココア製品及びチョコレートの分析法の点検・更新 

第 43 回 CCMAS において、EWG（議長国：セルビア、共同議長国：米国）を設置し、CXS 
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234に収載されているココア製品及びチョコレートの分析法の点検・更新作業を進める

ことに合意し、作業が継続していた。第 44 回 CCMAS（2025 年）は、一部の分析法の維

持等は承認したものの、残りの多くの分析法については、個別食品規格に含まれる分析

条項と、それを達成することが可能な分析法との対応が明確化されていない等、分析法

の承認の原則から外れる事案等が散見されたため、今次会合に向けて検討することとさ

れていた。 

議論に先立ち、EUより、文書の配布が PWGの直前（3月 4日）であったことに対する

懸念が表明された。議論の結果、一部の分析法に関しては見直しに向けた議論がされた

ものの不完全であったため、再度 EWG（議長国：米国、共同議長国：セルビア）を設置

し、検討を継続することに合意した。また、EWG における検討に資するよう、PWG にお

いて検討された修正案を基に回付文書を発行することを事務局に求めることに合意し

た。 

議題５.３：糖及びはちみつの分析法の点検・更新 

第 44回 CCMAS（2025年）において、EWG（議長国：ウルグアイ）を設置し、糖及びは

ちみつの分析法の点検・更新作業を進めることに合意した。 

今次会合においては、EWGの検討結果に基づき、検討を行った。議論の結果、個別食

品規格の策定から長期間が経過しており、結果として古い分析法が承認されている状態

にあることに起因する作業の複雑さが確認され、糖の色や旋光性等、一部の限られた分

析法についてのみ承認した。残りの分析法については、PWGにおける議論において数的

性能規準を検討することとなったことや同一(identical)でない分析法が 1 つの分析条

項に対応する分析法として TypeⅠ4に分類されていたこと等を踏まえ、EWG（議長国：ウ

ルグアイ、共同議長国：ブラジル、中国）を設置し、検討を継続することに合意した。 

その他 

今次会合において、新たな作業パッケージとなるミネラルウォーターの分析法につい

て、EWG（議長国：米国）を設置し、点検・更新作業を進めることに合意した。次回会合

では、EWG における点検・更新作業の結果を踏まえて議論されることとなる。また、オ

ブザーバーである国際特殊用途食品産業会（ISDI）から、栄養・特殊用途食品部会

（CCNFSDU）における特殊用途食品（FSDU）の規格に係る分析法の見直しを行うべきと

の意見が提出され、CCMAS は当該見直しを進める用意があるものの、対象を特定した上

で優先順位を考慮して取り組むものとされた。 

議題６：予防的アレルゲン表示に関する分析法 

 第 42 回 CCMAS（2023 年）において、食品表示部会（CCFL）からの付託に応えるため、 

EWG（議長国：米国、共同議長国：英国）を設置し、検討を進めていた。 

 第 43 回 CCMAS（2024 年）においては、世界中のアレルゲン分析法がリスト化された

ものの、各分析法の目的適合性に関して更に整理を進めるため、EWG（議長国：米国、共
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同議長国：英国）を再設置し、各分析法の妥当性確認結果を収集し、AOAC I 及び CEN（欧

州標準化委員会）のガイドラインの性能要求事項に基づいて評価することとしていた。 

 第 44 回 CCMAS（2025 年）においては、EWG による検討状況が示されたものの、文書の

配布が遅く検討の時間が十分でなかったこと等から会合において議論されることなく、 

EWG を再設置（議長国：米国、共同議長国：英国）し、今次会合で検討することとして

いた。 

今次会合においては、EWG の検討結果として CCFL への回答案が示された。議論の冒

頭、EWG の議長である米国より、本回答案に含まれる分析法のリストについて、CCFL に

おける検討に資するものとして提供されるものであり CCMAS による承認に関する結果

ではなく CCFL が文書に参照等することが適切なものではないこと、及び、リスト化さ

れた分析法は CCFL で活用する 10-1000 g の食品摂取量毎のアクションレベルに応じて

交差接触による意図せざるアレルゲンの存在を検出・定量するために活用できるもので

あることを更に強調するため、回答案を修正した旨説明があった。 

 議論の結果、上記に加え、分析法のリストにおける結果報告単位を一貫性のため修正

する等し、CCFL に送付することに合意した。 

議題７：サンプリングプラン：討議文書 

議題７.１：CXS 234中のサンプリングプランの点検・更新 

CXG 50-2004の改訂作業の過程において、分析・サンプリング法規格（CXS 234）に収

載されたサンプリングプランの点検の必要性が指摘されたため、第43回CCMAS（2024年）

において、EWG（議長国：ニュージーランド、共同議長国：ドイツ）を設置し、CXS 234

に収載されたすべてのサンプリングプランを点検するとともに、サンプリングに関する

どのような情報をどのような形式でCXS 234に収載するかを検討するための討議文書を

作成することに合意した。今次会合では、EWGの検討結果に基づき、サンプリングプラ

ンの収載場所やサンプリングプランに係る情報を将来的にデータベース化することを

見据え、どのように作業を進めるべきかという点も含め、検討を行うこととしていた。 

今次会合では、サンプリングプランの収載場所について、我が国を含む多くの加盟国

がCXS 234を唯一の参照先とすることを支持したことから、CXS 234を唯一の参照先とす

ること及びその旨を関連する部会に通知することに合意した。また、会期内に開催され

たサイドイベントを通じて、事務局によるオンラインデータベースの構築が進行中であ

ることが紹介される一方、現在の紙ベースのCXS 234を維持することが依然として必要

であること、及び、CXS 234におけるサンプリングプランに関する情報の収載形式につ

いては更なる検討が必要であることが確認された。 

また、唯一の参照先として今後サンプリングプランをCXS 234に集約していくにあた

り、多くのコーデックス規格にサンプリングプランが含まれていない現況を踏まえ、休

会中の部会の所管するサンプリングプランの取扱を含め、CCMASが今後どのように作業

を進めるべきかについても検討を行った。事務局より、CCMASは、他部会に対してサン

プリングプランに関する助言や策定の支援は可能であるが策定自体は個別食品部会の
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責任であることや、コーデックス規格において、サンプリングプランが含まれることが

望ましいが必ずしも含まれる必要はないとの説明があった。さらに、事務局は、CCMAS

の作業においては、新規のサンプリングプランの策定（策定のための助言や支援）より

も現在も活動をしている個別食品部会が策定した既存のサンプリングプランの見直し

を優先し、その後に休会中の部会が策定した既存サンプリングプランの見直しを行うこ

とを提案した。CCMASは、本提案を支持した。 

議論の結果、EWG（議長：ニュージーランド、共同議長：ドイツ）を再設置し、検討を

継続することに合意した。 

議題７.２：マイコトキシンを含むバルク品/不均質ロットのサンプリングプラン 

 CXG 50-2004の改訂及び改訂したCXG 50-2004の理解促進及び同時に開発されたサン

プリングアプリケーションの実装を意図した情報提供文書の作成作業の過程において、

食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格（CXS 193-1995）に

収載されている現行のマイコトキシン分析に関するバルク品を対象としたサンプリン

グプランの課題への指摘や、その解決策としてのベイジアンアプローチの導入の可能性

に関する意見があったため、第44回CCMAS（2025年）において、EWG（議長国：ニュージ 

ーランド、共同議長国：ドイツ）を設置し、マイコトキシン分析のためのバルク品/不均

質ロットを対象としたサンプリングプランに関する討議文書を作成し、今次会合におい

て議論することに合意していた。 

今次会合では、EWGの検討結果を踏まえ、討議文書（マイコトキシンに重点を置いた

バルク品/不均質ロットの受け入れサンプリングプラン）に基づき、相当するサンプリ

ングプラン策定のためのガイダンス文書の策定作業を開始するか検討を行った。ガイダ

ンス文書の策定については概ね支持されたものの、新規作業として作業を開始するかど

うかについては、副議長より現時点で決めなくとも作業に遅れは生じないとの見解が示

され、新規作業とするのは時期尚早であるとの見解で一致した。また議論の中で、EUや

トルコ、ウルグアイからは、討議文書に示された懸念を解消するための新たな統計学的

概念として示された方法論（ベイジアンアプローチ）の活用には当該ロットのアフラト

キシン汚染に関する事前情報が必要となるが、そのような情報の入手は極めて困難であ

るため、提案を支持することができない、あるいは検討を開始するには時期尚早との意

見が述べられた。加えて、CXS 193-1995に収載されている現行のサンプリングプランを

消費者リスク/生産者リスクの観点から評価し、これらの適切なバランスを実現するた

めに、修正/改訂の必要な可能性のある点を特定するにはより詳細なデータが必要であ

るが、現在の討議文書に掲載されているデータではこの目的の達成に不十分であること

が指摘された。 

議論の結果、EWG（議長、ニュージーランド、共同議長：ドイツ）を再設置して議論を

継続するとともに、必要に応じて新規作業提案文書を作成することが合意された。なお、

我が国からのマイコトキシン分析に係るサンプリングプランの策定はCCCFの管轄下で

ありCCMASはCCCFに対する助言を行うべき立場であることを踏まえて作業を進めるべき
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であるとの意見を踏まえ、CCCFへ議論の状況を共有しそのフィードバックも考慮して作

業を進めることに合意している。 

議題８：CXS 234において同一として用いられている分析法の原理の名称や形式の調和 

第 42回 CCMAS（2023年）において、CXS 234に示されている分析条項や、収載されて

いる分析法の原理等に関する記述について、対象が同一であるにも関わらず異なる用語

が使用されていることが指摘された（例：moisture content vs moisture）。今次会合

では、EWG（議長国：ブラジル、共同議長国：チリ）の検討結果に基づき、検討を行うこ

ととしていた。 

 議論の結果、分析法の原理の名称及びその略称並びに分析法の参照先の略称について

は、情報提供文書としてコーデックスウェブサイトに公表することに合意した。また、

分析条項の調和については、EWGを再設置（議長：チリ、共同議長：ブラジル）して議

論を継続することに合意した。なお、我が国より情報提供文書に含まれる略称一覧は CXS 

234にも収載されるべきとの意見を述べ、了承された。 

議題９：分析法に関する国際機関間会合の報告 

分析法に関する国際機関間での会合(IAM)が本会合会期直前に実施された。本会合に

おけるCCMAS議事関連の議論の結果は、各議題において議場で検討されたところ。他に、

規格設定機関の最近の活動についての報告があった。 

議題１０：その他の事項及び今後の作業 

FAO/IAEA合同食品・農業核技術センターの取組 

FAO/IAEA合同食品・農業核技術センターの食品安全管理部門（FSCS）より、原子力及

び関連する分析技術の利用促進の観点から食品の安全性及び真正性の強化に貢献する

ために行っている同センターにおける分析法関する取組内容が紹介された。 

食塩中のマイクロプラスチックの分析法の進展に関する討議文書 

今次会合の直前に、韓国より、食塩中のマイクロプラスチックの分析法の進展に関す

る文書（CRD05）が提出された。今次会合においては、韓国より、本討議文書に基づき、

マイクロプラスチック、特に汚染の可能性の高い海水から精製される食塩中のマイクロ

プラスチックには世界的な懸念があるものの、国際標準の分析法に係るガイドラインが

存在しない現状について報告がなされた。 

 飲料水（drinking water）を含めた食品中のマイクロプラスチックは分析法上の課題

を有している点については概ね意見が一致し、以下を確認した。 

・ 英国国立計測研究所（UK National Measurement Laboratory）が最近発表したガ

イダンス（CRD32）

・ 飲料水や環境中また、食品中のマイクロプラスチックに関する規格をISOで検討中
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であること 

・ AOACがこの分野の規格化作業の支援を申し出たこと

 CCMASは、現時点においては、どの部会においてもマイクロプラスチック含量を分析

条項とするコーデックス規格等の策定作業が予定、検討されていないこと、そのために

CCMASが独自に分析法に関する検討はできないこと、及び、マイクロプラスチックに関

する分析法標準化の国際動向の情報についてはIAMを通じて得られることを確認した。 

議題１１：次回会合の日程及び開催地 

 CCMAS第 46回会合は、2027年 5月 10日～14日、ブダペスト（ハンガリー）で開催

される予定。 
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分析・サンプリング法部会（CCMAS）の作業の概要及び状況 

担当者 目的 事項 ステップ

PWG（米国、日本、ハ

ンガリー）
検討 分析・サンプリング法の承認 - 

EWG（ドイツ） 

PWG 
更新 

フルーツジュースの分析法の点検・更

新
- 

EWG（米国、セルビア） 

PWG 
更新 

ココア製品及びチョコレートの分析法

の点検・更新
- 

EWG（ウルグアイ、

ブラジル、中国） 

PWG 

更新 糖及びはちみつの分析法の点検・更新 - 

EWG（米国） 

PWG 
更新 

ミネラルウォーターの分析法の点検・

更新
- 

EWG（ニュージーラ

ンド、ドイツ）

討議文書作

成 

CXS 234のサンプリングプランの点検・

更新 
- 

EWG（ニュージーラ

ンド、ドイツ）

討議文書作

成 マイコトキシンを含むバルク品/不均

質ロットのサンプリングプラン 
- 

CCCF 
情報共有 

/回答 

EWG(チリ、ブラジル) 更新 CXS 234中の分析条項の調和 - 

コーデックス事務局

対応 

ココア製品及びチョコレートの分析法

の点検・更新作業に係る回付文書の発

行

- 

情報提供文書（「構成成分の総量」とい

う概念を用いる分析法に関するクライ

テリアアプローチ）の更新

- 

公表 

/情報共有 

情報提供文書（CXS 234 中の分析法の原

理の名称や形式の調和）の公表 
- 

同情報提供文書に含まれる略称一覧の

CXS 234への収載 
- 
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資料７-(１) 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 28 回食品残留動物用医薬品部会 

日時：2026年 3 月 23 日（月）～27 日（金） 

場所：ミネアポリス（米国） 

議題 

1 議題の採択 

2 コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項

3 
FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議（JECFA）を含む FAO/WHO からの関心事

項 

4 FAO/IAEA合同食品・農業核技術センターからの関心事項 

5 
動物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力（VICH）を含む国際獣

疫事務局（WOAH）からの関心事項 

6 

第 98 回 JECFA（2024 年）からの動物用医薬品の食品中の最大残留基準値

（MRLs） 

魚類（切り身）及びはちみつ中のフマギリンジシクロヘキシルアミン（DCH）

の MRLs（ステップ７） 

7.1 異なる化合物／組織の組合せに対する外挿 MRL（ステップ４） 

7.2 
食品中の動物用医薬品 MRL の一の又は複数の種への外挿に関するその他の

事項：肝臓及び腎臓以外の可食臓器への外挿 

8.1 

飼料中の動物用医薬品の不可避かつ非意図的なキャリーオーバーにより、動

物由来食品中に動物用医薬品の残留が検出された際に規制当局が取りうる

措置に関するガイダンス（ステップ４） 

8.2 異なる化合物／組織の組合せに対するアクションレベル（ステップ４） 

9 コーデックス残留農薬部会（CCPR）及び CCRVDFにおける作業の調整
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10 JECFAによる評価又は再評価のための動物用医薬品の優先順位リスト案 

11 その他の事項及び今後の作業 

12 次回会合の日程及び開催地 

13 報告書の採択 

※ 標記会合に先立ち、2026年 3月 22日（日）に仮議題 6、7、8及び 10に関連する

作業部会が開催された。
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資料７-(２) 
FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 28 回コーデックス食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）報告書 

１．日時

2026 年 3 月 23 日（月）～27 日（金） 
（3 月 22 日（日）に、仮議題 6～8 及び 10 に関する物理的作業部会（PWG）が開催） 

２．場所

ミネアポリス（米国）

３．出席者

消費者庁 消費者安全課国際食品室 室長 矢舩 順也

消費者庁 消費者安全課国際食品室 専門職 粟飯原弘樹

消費者庁 食品衛生基準審査課 専門官 小林 明子

国立医薬品食品衛生研究所 食品部 主任研究官  坂井 隆敏

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 第一室長 渡邉 敬浩

４．結果概要

2026 年 3 月 23 日から 27 日まで、米国（ミネソタ州ミネアポリス）において、コーデッ

クス食品残留動物用医薬品部会（Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods：
CCRVDF）の第 28 回会合が開催され、57 加盟国、1 加盟機関（EU）、12 オブザーバーが出

席した。議長は Brandi Robinson 氏（米国食品医薬品局 動物用医薬品センター 新動物用医

薬品評価室 国際プログラムマネージャー）が務めた。

議題１ 議題の採択

仮議題を議題として採択することに合意した。また、審議順を議題 1～5、議題 9、議題

7、議題 8、議題 6、議題 10～13 とすることについても合意した。 

議題２ コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項

コーデックス事務局から、第 47 回コーデックス総会（CAC）において、動物用医薬品の

最大残留基準値（Maximum Residue Limits : MRLs）がステップ 5/8 又はステップ 5 で採択さ

れたこと等が報告された。また、コーデックス委員会による検討を前進させるために電子

的作業部会（EWG）が果たす役割の重要性が強調され、現在は一部の国が主導しているこ

とから、今後はより多くの加盟国が議長国を務めるなど、主導的役割を担うこと等が奨励

された。

議題３ FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議（JECFA）を含む FAO/WHO からの関心事

項 

FAO JECFA 事務局から、JECFA 会合が動物用医薬品について次に議論するのは 2027 年

初頭になること、及び食農システムにおける環境阻害剤（Environmental Inhibitor: EI）の使
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用による食品安全への影響に関する FAO のウェビナーの実施等について紹介された。ま

た、WHO JECFA 事務局から、WHO の薬剤耐性（Antimicrobial Resistance: AMR）及び抗菌

薬の使用に関する取組等について紹介されるとともに、改訂グローバル AMR アクション

プランが 2026 年 5 月に開催予定の世界保健総会の議題に含まれる予定であることが述べ

られた。さらに、科学的助言プログラムを維持するためには、加盟国が資金、データ及び

専門家の提供等を通じて、継続して支援することが極めて重要であると強調された。 
 
議題４ FAO/国際原子力機関（IAEA）合同食品・農業核技術センターからの関心事項 
 FAO/IAEA 合同食品・農業核技術センターの代表者から、ビデオを通じて、CCRVDF に

関連する活動として FAO と協力して実施している「動物用医薬品の減衰及び動物マトリッ

クス中の残留物の放射分析」に関する共同研究プロジェクト等における放射性標識した動

物用医薬品等を用いた研究等について紹介された。 
 

議題５ 動物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力（VICH）を含む国際獣疫事

務局（WOAH）からの関心事項 
 WOAH の代表者から、ビデオを通じて、AMR に関連する基準やガイダンスに関する検

討、WOAH によるキャパシティビルディング（能力構築）、VICH の活動、国際協力に関

する取組みが紹介され、特に、安全でない動物用医製品の追跡と報告のシステムの改善や

VICH ガイドライン改訂が国際調和に寄与する点について説明等された。 
 

議題６ 第 98 回 JECFA（2024 年）からの動物用医薬品の最大残留基準値（MRLs） 
魚類（切り身）及びはちみつ中のフマギリンジシクロヘキシルアミン（DCH）の MRLs（ス

テップ 7） 
本 MRLs の設定に関しては、前回会合において、毒性データの不足や分析対象化合物の

適切性等について問題点が指摘されると共に懸念が示されたため、ステップ 5/8 での採択

ではなくステップ 5 で予備採択された。その後、カナダ及び米国から正式な手続きを踏ま

え、改めて意見及び懸念が提出されたが、今回会合までの間に JECFA が開催されていない

ため、現時点では検討されていないことが説明された。また、カナダからは、分析法と併

せて、はちみつを対象に実施された残留試験のデータ等を JECFA に提出する準備があるこ

との情報提供がされた。さらに、韓国から、ニジマスを対象に実施された代謝試験や残留

減衰試験のデータ等の提出見込みについて情報提供があった。以上の状況並びに議論を踏

まえ、今回会合にておいては JECFA による追加評価の結果が得られまでの間、MRLs 案を

ステップ 7 に留めることに合意した。 
 
議題 7.1 異なる化合物／組織の組合せに対する外挿 MRL（ステップ 4） 
 イベルメクチンの MRL 外挿（ラクダ科動物の各種組織及び乳）について EWG において

は、コーデックス手続きマニュアルに含まれる CCRVDF のリスクアナリシス原則に規定さ

れた外挿規準を満たしていないことから推奨できないとされたが、今回会合において、乳
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については外挿規準を満たしていることが確認された。そのため、ラクダ科動物（乳）を

対象としたイベルメクチンの外挿 MRL については、ステップ 5/8 での最終採択を第 49 回

CAC に諮ることに合意した。 
また、オキシテトラサイクリンの外挿 MRL（ラクダ科動物の各種組織）については、優

先順位リストに掲載されたオキシテトラサイクリンについて、既存の MRL 設定において

は、オキシテトラサイクリンに加え、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンを含

むテトラサイクリン類が対象であることから、テトラサイクリン類について外挿 MRL を

設定することについて提案があり、そのように改めても外挿規準を満たすことが確認され

た。そのため、次表に示すテトラサイクリン類の外挿 MRL を、第 49 回 CAC によるステ

ップ 5/8 での最終採択に諮ることに合意した。この合意形成にあたり、EU より優先順位リ

ストに含まれていないクロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンを含むテトラサイク

リン類としての外挿 MRL 設定は、コーデックス委員会において尊重すべき手続きを軽視

するものであり、将来的な悪影響をもたらす前例となることは許されない旨の指摘があっ

た。 
 なお、アルベンダゾールの外挿 MRL（ラクダ科動物の各種組織及び乳）及びイベルメク

チンの外挿 MRL（ラクダ科動物の各種組織）については、外挿規準を満たさないことが確

認されたことから、設定しないことに合意した。 
 
・イベルメクチン 

種 組織 MRL 案（µg/kg） 備考 
ラクダ科動物 乳 10 外挿 MRL 

 
・テトラサイクリン類 

種 組織 MRL 案（µg/kg） 備考 
ラクダ科動物 
 

筋肉 200 
外挿 MRL 

 
肝臓 600 
腎臓 1,200 
乳 100 

 

議題 7.2 食品中の動物用医薬品 MRL の一の又は複数の種への外挿に関するその他の事

項：肝臓及び腎臓以外の可食臓器への外挿 
 外挿 MRL については、議題 7.1 として議論された他の動物種を対象とした設定に加え、

「その他の可食臓器（other edible offal）」を対象とした設定のための規準について、英国を

議長国とする EWG において議論され、会合前日には PWG による議論も行われた。今回会

合においては、PWG における議論を踏まえ、その他の可食臓器を対象とした外挿 MRL 設

定の規準について議論が行われた。議論においては、そもそも残留に関する情報が不足し

ていることから外挿する値を「MRL」と呼ぶことへの疑問や、局在等に関する情報がない

場合には外挿対象を特定の可食臓器に限定しないことへの意見、動物用医薬品及び農薬の
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両方の用途で使用される化合物が対象になる場合にはコーデックス残留農薬部会（CCPR）
との協働が必要との意見等が提出され、いくつかの一般条件については概ね合意された。

一方、外挿 MRL の設定を同一の動物種内での他臓器に限定することや、外挿 MRL を起点

とするさらなる外挿を制限することに関してはデータの不足から結論が得られなかった。

また、外挿 MRL の使用を輸出入時検査に限ることの規準は削除することが合意され、各国

による運用は各国の規制当局による決定に従うことが確認された。

これらの議論を踏まえ、英国を議長国、コスタリカ及び米国を共同議長国とする EWG を

再設置し、テトラサイクリン類、セフチオフル及びイベルメクチンについて、その他の可

食臓器を対象とした外挿 MRL 設定の規準の有効性を検証するためのパイロット試験を実

施すると共に、その結果に基づき、外挿に関する一般条件についても、特に結論が得られ

なかった条件を中心に、継続検討することが合意された。EWG の報告書は、次回会合の少

なくとも 3 か月前までにコーデックス事務局へ提出すべきとされた。 

議題 8.1 飼料中の動物用医薬品の不可避かつ非意図的なキャリーオーバーにより、動物

由来食品中に動物用医薬品の残留が検出された際に規制当局が取りうる措置に関するガイ

ダンス（ステップ 4）
飼料中の非意図的かつ不可避なキャリーオーバー1によって食品中に残留する動物用医

薬品について、コーデックス MRL が設定されていない場合の対応について国際貿易上の

課題にあたる事案が繰り返し発生していたことを受け、前回会合までに、アクションレベ

ル 2の設定及びアクションレベルの取扱いに関するガイダンスを作成することが合意され、

第 47 回 CAC において新規作業として正式採択された。これを受け、EWG（議長：カナダ、

副議長：豪州・米国）が再設置され、キャリーオーバーに由来する残留物が食品中で検出

された際の行政対応ガイダンス案の作成等について議論された。

今回会合では、EWG における議論を受け、行政対応ガイダンスとして提案されたガイド

ラインの表題を各国の規制当局が判断に関する裁量を維持していることの明確化を意図し

た表題に変更することが合意された。また、本ガイドラインの原則に、コーデックスによ

り設定されたアクションレベルの超過が非意図的かつ不可避なキャリーオーバーによるも

のと疑われると判断する場合、必要に応じて輸入国の規制当局と及び輸出国間の協議に加

え、客観的な科学的根拠に基づき行われることが追加された。最終的に、本ガイドライン

案を、ステップ 5/8 における最終採択のため、第 49 回 CAC に諮ることに合意した。

1 飼料中の非意図的かつ不可避な動物用医薬品のキャリーオーバーとは、飼料工場において、動物用医

薬品（国内では、飼料添加物を含む。）を扱った後に、清掃等の対策を実施したにもかかわらず、起き

てしまう飼料への当該動物用医薬品の非意図的かつ不可避な混入である。
2 アクションレベルとは、飼料中の非意図的かつ不可避な動物用医薬品のキャリーオーバーによって生

じる非対象動物中の最大残留濃度で、コーデックス委員会により食品中に許容されるものとして勧告

するもの。
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議題 8.2 異なる化合物／組織の組合せに対するアクションレベル（ステップ 4） 
 議題 8.1 の EWG においては、併せて優先順位リストにある動物用医薬品（ナイカルバジ

ン及びラサロシド）のアクションレベルについて議論された。その結果を踏まえ、今回会

合において、鶏卵中のナイカルバジン及びラサロシドのアクションレベルを、それぞれ 350 
μg/kg 及び 150 μg/kg に設定することについて、ステップ 5/8 での最終採択を第 49 回 CAC
に諮ることに合意した。 
 
議題９ コーデックス残留農薬部会（CCPR）及び CCRVDF における作業の調整 

CCPR 及び CCRVDF の合同 EWG（議長国：米国、共同議長国：ブラジル）において、農

薬としても動物用医薬品としても使用される二重用途化合物（dual-use compounds）の MRL
の調和等が議論されている。今次会合において、CCPR 議長が参加者の立場から、CCPR と

CCRVDF が協働することの重要性について発言があった。また、協働の成果の具体化が必

要であるとの指摘が加盟国よりあった。最終的に、加盟国及びオブザーバーに対し、当該

合同 EWG のバーチャル会合並びに CCPR 及び CCRVDF の合同バーチャル会合への参加、

並びに農薬担当部局と連携して合同 EWG の作業に参加することが推奨された。なお、合

同 EWG のバーチャル会合は 2026 年 4 月 28 日及び 29 日に初開催の予定であることが周知

された。 
 
議題 10 JECFA による評価又は再評価を必要とする動物用医薬品の優先順位リスト案 
 以下の動物用医薬品の優先順位リスト案について、承認のため、第 49 回 CAC に提出す

ること、PartⅠ及び PartⅣの現行の推薦様式に新たに質問を追加するための修正を加えるこ

と及び PartⅤの新たな推薦様式について、第 49 回 CAC による承認を得るため送付するこ

とに合意した。また、オーストラリアを議長国とする PWG を設置し、JECFA による評価

又は再評価を要する動物用医薬品の優先順位リスト等について各国からの意見を検討する

ことを目的として、次回会合の直前に開催することに合意した。 
 
PartⅠ：JECFA による評価又は再評価のための優先順位リストへの掲載対象となる動物用

医薬品 

化合物名 内容 
データ提出見込み 
種類 時期 

ドラメクチン 
（新規追加） 

急性参照用量（acute reference dose : 
ARfD）の設定 

・毒性試験 2026 年 7 月 
 

ケトプロフェン 
（新規追加） 

許容一日摂取量（ acceptable daily 
intake : ADI）及び ARfD の検討並びに

牛の組織への MRL の設定 

・残留試験 
・毒性試験 

プラドフロキサ

シン（新規追加） 
ADI 及び ARfD の検討並びに牛及び

豚の組織への MRL の設定 
・残留試験 
・毒性試験 
 

57



アモキシシリン 鶏の組織への MRL の設定 ・残留試験

鶏卵の MRL の設定 ・代謝試験

・残留減衰試験

フ マ ギ リ ン

DCH 
ニジマス（切り身）の MRL の設定 ・代謝試験

・残留減衰試験

等

魚（切り身）とはちみつの MRL の設

定

※前回会合においてカナダ及び米国

から、JECFA98（2024 年）の評価に関

する懸念が提起された。

・残留試験（はち

みつ）

・分析法（はちみ

つ）

エチオン ADI 及び牛の組織への MRL の設定 ・代謝試験

・放射標識試験

等

2027 年まで

試験実施中

（次回要確認） 

PartⅣ：並行審査－新規化合物の評価 

化合物名 内容
データ提出見込み

種類 時期

ウミホキソラネ

ル

ADI 及び牛の組織への MRL の設定 
（食品安全に関するリスク評価ドシ

エの審査がブラジルで進行中）

・残留試験

・毒性試験

提出済み

ブロモホルム （ニュージーランドにおけるリスク

評価の審査において、追加データが

必要となったことから遅延）

・毒性試験

・代謝試験

・薬物動態試験

・残留減衰試験

2027 年まで

試験実施中

（次回要確認） 

PartⅤ：他の動物種への MRL 外挿のための動物用医薬品 
化合物名 現行コーデックス MRLs 外挿提案 提案国

アバメクチン 牛の組織
全ての反すう動物

の組織

ニュージ

ーランド

デキサメタゾン 牛、馬及び豚の組織並びに牛の乳 全ての反すう動物

の組織及び乳
ドラメクチン 牛及び豚の組織並びに牛の乳

エプリノメクチン 牛の組織及び乳

フェバンテル/フェ

ンベンタゾール/オ
クスフェンダゾー

ル

牛、山羊、馬、豚及び羊の組織並

びに牛及び羊の乳
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スルファジミジン 組織（動物種の特定なし）及び牛

の乳

タイロシン 牛、鶏、豚及び羊の組織並びに牛

の乳

議題 11 その他の事項及び今後の作業

議長から今回会合の成果の総括があったとともに、他の検討すべき事項が無いことが確

認された。

議題 12 次回会合の日程及び開催地

議長から、次回会合は 18 ヶ月以内の開催でホスト国とコーデックス事務局で調整し、確

認される旨の説明がされた。 
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